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江
戸
時
代
、
大
島
・
利
島
・
新
島
・
式
根
島
・
神
津
島
・
三
宅
島
・
御

蔵
島
・
入
丈
島
・
入
丈
小
島
・
青
ケ
島
の
十
島
は
、
伊
豆
国
附
島
々
と
し

て
江
戸
幕
府
の
代
官
支
配
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
島
は
、
一
般

に
伊
豆
七
島
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
八
丈
小
島
・
青
ケ
島
の
二

島
が
八
丈
島
の
属
島
、
式
根
島
（
明
治
中
期
ま
で
無
人
島
）
が
新
島
の
属

島
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
稿
は
、
寛
政
八
年
、
江
戸
幕
府
の
伊
豆
代
官
三
河
口
太
忠
輝

昌
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
伊
豆
七
島
嶋
方
会
所
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
伊
豆
七
島
嶋
方
会
所
は
、
正
式
に
は
「
伊
豆
国
附
島
々
産
物
交
易
会
所
」
、

ま
た
は
、
単
に
「
島
方
会
所
」
・
「
島
会
所
」
と
も
い
わ
れ
、
寛
政
入
年
の

創
設
以
降
、
伊
豆
諸
島
の
産
物
を
強
制
的
独
占
的
に
販
売
し
、
か
つ
島
民

の
生
活
物
資
の
購
入
に
つ
い
て
も
独
占
し
て
い
た
幕
府
管
理
の
専
売
機
関

で
あ
っ
た
。
こ
の
機
関
は
、
幕
末
ま
で
存
続
し
、
明
治
維
新
後
も
、
維
新

政
府
よ
り
承
認
を
得
て
三
井
家
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
と
ほ
ぼ
同
様
の
制
度

で
継
続
さ
れ
た
。

　
こ
の
島
方
会
所
に
つ
い
て
、
古
く
は
、
宮
本
又
次
氏
が
、
京
都
大
学
文

学
部
蔵
写
本
「
伊
豆
七
島
干
魚
鰹
節
売
捌
問
屋
記
録
」
に
よ
っ
て
「
伊
豆

　
　
　
　
　
　
　

七
島
嶋
会
所
」
を
発
表
さ
れ
、
島
方
会
所
の
概
略
を
紹
介
さ
れ
た
。
さ
ら

に
宮
本
氏
は
、
京
都
大
学
経
済
学
部
蔵
「
島
方
会
所
御
取
締
儀
申
上
候
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

付
」
等
の
史
料
に
拠
っ
て
「
再
び
伊
豆
七
島
嶋
会
所
に
就
き
て
」
を
発
表

さ
れ
、
島
方
会
所
の
運
営
・
組
織
に
つ
い
て
先
の
研
究
を
補
足
さ
れ
た
。

そ
の
後
は
伊
藤
好
一
氏
が
、
伊
豆
諸
島
各
地
の
史
料
を
も
と
に
、
江
戸
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

廻
り
経
済
と
の
関
連
か
ら
島
方
会
所
に
つ
い
て
考
究
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

西
垣
晴
次
氏
は
伊
豆
諸
島
の
産
業
・
産
物
と
関
連
し
て
島
方
会
所
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
各
氏
の
御
研
究
に
よ
っ
て
、
島
方
会
所
の
概
略
、
島
方
会
所
と
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伊
豆
諸
島
と
の
関
係
は
ほ
ぼ
明
き
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
未
だ
不

十
分
な
面
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
右
の
御
研
究
に
導
か
れ
て
、
三
井
文
庫
所
蔵
三
井
家
記
録
文

書
の
中
の
、
島
方
会
所
関
係
の
史
料
を
用
い
て
従
来
の
研
究
を
補
足
す
る

と
と
も
に
、
島
方
会
所
の
頭
取
の
一
員
で
あ
っ
た
三
井
家
の
存
在
に
つ
い

て
考
察
を
加
え
、
近
世
三
井
家
の
幕
府
御
用
請
負
の
一
端
を
明
き
ら
か
に

せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

　
伊
豆
諸
島
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
幕
領
で
あ
り
、
代
官
に
よ
る
支
配

が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
「
入
丈
島
小
島
青
ケ
島
年
代
記
」
に
よ
れ
ば
、
寛
文
九
年
以
前
は
代
官

が
八
丈
島
に
在
島
し
、
諸
島
を
支
配
し
て
い
た
が
、
寛
文
九
年
、
伊
奈
兵

右
衛
門
が
豆
州
代
官
と
し
て
島
々
を
支
配
す
る
こ
と
と
な
り
、
島
に
は
代

官
手
代
が
在
島
し
て
支
配
し
た
。
さ
ら
に
享
保
十
一
年
か
ら
は
島
の
地
役

人
が
「
島
方
諸
事
」
の
取
締
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
伊
豆
諸
島
の
状
況
は
、
宝
暦
三
年
十
二
月
の
「
伊
豆
七
島
調
書
」
に
よ

れ
ば
、
諸
島
の
人
口
は
、
男
四
千
九
百
五
十
五
人
、
女
五
千
七
百
四
十

人
、
外
に
流
人
の
男
百
六
十
九
人
、
女
三
十
五
人
で
あ
る
。
島
々
か
ら
納

め
て
い
た
年
貢
は
、
大
島
・
新
島
・
利
島
・
神
津
島
・
三
宅
島
・
御
蔵
島

の
六
島
合
わ
せ
て
金
百
一
両
一
分
と
永
六
百
二
十
五
文
、
八
丈
島
・
八

丈
小
島
・
青
ケ
島
の
三
島
か
ら
は
年
々
、
紬
六
百
三
十
五
反
が
年
貢
と
し

て
納
め
ら
れ
て
い
た
。
な
お
八
丈
島
な
ど
三
島
か
ら
幕
府
へ
納
め
ら
れ
た

八
丈
紬
は
、
将
軍
よ
り
諸
大
名
へ
の
賜
物
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い

た
。
ま
た
大
島
な
ど
六
島
か
ら
納
め
る
年
貢
金
は
各
島
か
ら
江
戸
な
ど
に

出
荷
し
た
産
物
の
代
金
の
【
部
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
。

　
島
々
の
産
業
は
貧
弱
で
、
生
産
力
は
低
か
っ
た
。
各
島
の
地
質
は
農
業

に
適
さ
ず
、
　
「
伊
豆
七
島
調
書
」
に
よ
れ
ば
、
田
は
利
島
・
八
丈
島
に
少

々
、
畑
は
各
島
に
少
々
ず
つ
あ
っ
た
が
、
生
産
は
少
な
く
、
島
民
の
夫
食

に
も
不
足
し
て
い
た
。
大
島
・
新
島
・
利
島
・
神
津
島
・
御
蔵
島
の
五
島

に
は
年
々
合
せ
て
米
六
十
石
四
斗
六
升
の
御
救
米
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。

入
丈
島
・
八
丈
小
島
・
青
ケ
島
の
三
島
で
も
、
風
・
水
・
旱
害
な
ど
に
よ

っ
て
す
ぐ
に
飢
謹
に
な
る
よ
う
な
食
糧
事
情
で
あ
っ
た
。
入
丈
島
な
ど
三

島
に
つ
い
て
は
、
寛
文
九
年
五
月
に
老
中
か
ら
豆
州
代
官
伊
奈
兵
右
衛
門

　
　
　
　
　
ハ
ァ
　

へ
宛
て
た
条
々
に
よ
っ
て
、
年
々
幕
府
か
ら
島
民
へ
、
米
・
織
木
綿
・
鍋

が
支
給
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
鍋
の
支
給
に
つ
い
て
「
伊
豆
七
島

調
書
」
に
は
「
鍋
釜
四
百
二
十
三
、
隔
年
に
御
買
上
に
て
被
下
置
候
、
惣

百
姓
割
賦
仕
り
、
代
り
織
物
に
て
翌
年
返
納
仕
候
、
」
と
あ
り
、
鍋
支
給

が
無
償
で
は
な
く
、
八
丈
紬
に
よ
る
返
納
が
行
な
わ
れ
、
　
「
拝
借
」
の
一

種
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
島
の
産
物
に
つ
い
て
は
西
垣
晴
次
氏
の
「
伊
豆
諸
島
の
産
物
」
に
詳
し

い
が
、
大
島
で
は
薪
な
ど
の
林
産
物
や
、
乾
魚
・
鰹
節
な
ど
の
海
産
物
、

利
島
で
は
椿
油
、
新
島
で
は
乾
魚
な
ど
の
海
産
物
、
神
津
島
で
は
海
産
物
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三
宅
島
で
は
薪
な
ど
の
林
産
物
、
鰹
節
な
ど
の
海
産
物
、
御
蔵
島
で
は
黄

楊
木
、
八
丈
島
・
八
丈
小
島
・
青
ケ
島
で
は
黄
八
丈
と
呼
ば
れ
る
紬
を
上

げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
産
業
を
持
っ
て
い
た
島
々
の
生
活

の
状
態
に
つ
い
て
、
　
「
伊
豆
七
島
調
書
」
に
は
「
八
丈
島
之
儀
ハ
御
用
船

弐
艘
共
に
壱
ケ
年
一
度
宛
之
外
渡
海
無
御
座
候
、
外
島
六
島
ハ
江
戸
へ
折

々
廻
船
往
来
仕
候
、
右
之
内
大
島
・
新
島
ハ
毎
月
廻
船
往
来
仕
候
に
付
、

島
柄
大
概
に
御
座
候
、
外
島
ハ
何
れ
も
困
窮
に
御
座
候
、
」
と
あ
り
、
大

島
・
新
島
は
廻
船
の
往
来
が
毎
月
あ
っ
て
島
の
産
物
の
出
荷
、
生
活
物
資

の
買
入
れ
が
出
来
、
生
活
の
状
態
も
悪
く
な
い
が
、
ほ
か
の
島
々
は
廻
船

の
往
来
が
稀
で
、
産
物
の
出
荷
な
ど
が
思
う
よ
う
に
で
き
ず
、
離
島
と
い

う
地
理
的
条
件
に
よ
っ
て
生
活
状
態
が
悪
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
八
丈
島
小
島
青
ケ
島
年
代
記
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
三
島
は
し
ば
し
ば
風
・

水
．
旱
害
に
み
ま
わ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
入
っ
て
す
ぐ
、
慶
長
九
年

に
は
津
波
に
よ
っ
て
作
物
の
損
失
が
あ
り
、
そ
の
後
も
餓
死
人
が
出
る
ほ

ど
の
大
き
な
災
害
だ
け
を
取
り
上
げ
て
も
少
な
く
な
い
。
元
禄
四
年
か
ら

六
年
ま
で
の
三
ケ
年
間
、
入
丈
小
島
で
鼠
が
作
物
や
草
木
を
喰
荒
し
て
島

民
の
過
半
が
餓
死
、
入
丈
島
で
は
元
禄
十
三
年
の
不
作
、
同
十
四
年
の
風

損
に
よ
っ
て
六
百
人
余
が
餓
死
、
正
徳
元
年
に
は
萢
瘡
の
流
行
と
不
作
に

よ
っ
て
三
百
人
余
が
餓
死
、
寛
延
元
年
、
二
年
に
も
旱
越
と
大
風
に
よ
っ

て
不
作
と
な
り
、
百
人
余
が
餓
死
、
明
和
五
年
に
も
大
風
に
よ
っ
て
収
穫

皆
無
と
な
り
、
翌
六
年
に
わ
た
っ
て
四
百
人
余
が
餓
死
す
る
な
ど
の
大
災

害
が
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
飢
謹
に
近
い
状
況
に
陥
っ
た
災
害
は
数
多
か

っ
た
。
数
百
人
に
の
ぼ
る
多
数
の
餓
死
者
が
出
る
の
は
、
先
述
の
如
く
、

島
の
産
業
の
乏
し
さ
、
食
糧
生
産
力
の
低
さ
、
さ
ら
に
離
島
と
い
う
条
件

に
よ
っ
て
応
急
策
が
と
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
島
々
の
支
配
者
で
あ
る
幕
府
は
、
こ
の
よ
う
な
飢
謹
に
対
し
て
、
救
米

金
・
拝
借
米
金
に
よ
る
賑
救
を
行
な
う
な
ど
の
応
急
策
を
と
っ
て
い
る
ほ

か
に
、
恒
久
的
対
策
と
し
て
食
糧
増
産
の
た
め
に
享
保
年
間
芋
藷
栽
培
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

奨
励
し
、
薩
摩
芋
種
を
支
給
し
て
い
る
。
明
和
入
年
以
降
に
は
、
拝
借
金

返
納
金
の
一
部
を
穀
物
買
入
れ
に
あ
て
て
囲
穀
を
行
な
わ
せ
、
返
納
金
の

一
部
を
積
立
て
て
利
倍
貸
付
を
し
て
、
そ
の
利
金
を
島
へ
助
成
す
る
策
が

行
な
わ
れ
た
。
ま
た
明
和
八
年
に
は
、
島
方
が
困
窮
す
る
原
因
は
人
口
が

多
す
ぎ
る
た
め
で
あ
る
と
し
て
、
男
入
十
一
人
が
本
土
に
出
百
姓
と
な
っ

て
渡
る
な
ど
の
人
減
し
策
も
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
策
は
、
飢
謹
対

策
で
あ
っ
て
島
民
の
生
活
改
善
を
計
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
明
和
入
年

の
飢
謹
対
策
の
実
施
以
後
、
入
丈
島
な
ど
三
島
で
餓
死
者
が
出
て
い
な
い

こ
と
か
ら
み
て
、
こ
れ
ら
の
幕
府
の
対
策
は
一
応
成
功
し
た
の
で
あ
ろ

b
つ
。

　
さ
て
、
島
の
経
済
は
、
島
の
産
物
を
江
戸
に
出
荷
し
、
そ
の
販
売
代
金

で
年
貢
を
納
め
、
穀
物
な
ど
の
生
活
物
資
を
買
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
た
。
　
「
伊
豆
七
島
調
書
」
に
は
、
島
々
か
ら
江
戸
へ
出
荷
さ

れ
て
い
た
産
物
と
し
て
、
大
島
か
ら
薪
・
答
織
・
干
魚
・
鰹
節
、
新
島
か

ら
薪
・
干
魚
・
鰹
節
、
神
津
島
か
ら
薪
・
海
苔
、
三
宅
島
・
利
島
・
御
蔵

島
か
ら
薪
、
入
丈
島
・
八
丈
小
島
・
青
ケ
島
か
ら
八
丈
紬
が
上
げ
ら
れ
て
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い
る
。
　
「
伊
豆
七
島
調
書
」
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
利
島
の
椿
油
、

御
蔵
島
の
黄
揚
木
も
重
要
な
出
荷
品
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
島
の
産
物
は
、
島
の
廻
船
に
よ
っ
て
江
戸
に
出
荷
さ
れ
た
が

そ
れ
ら
の
品
を
江
戸
で
荷
請
し
、
流
通
機
構
に
の
せ
て
い
た
の
が
島
問
屋

で
あ
っ
た
。

　
島
問
屋
は
島
方
に
対
し
て
、
仕
入
金
の
前
貸
し
、
年
貢
金
の
立
替
、
廻

船
・
漁
船
の
建
造
費
・
修
理
費
の
用
立
て
な
ど
を
行
な
い
、
そ
の
代
り
に

島
の
産
物
を
独
占
集
荷
し
、
島
民
の
生
活
物
資
の
調
達
を
独
占
し
て
い

た
。
宮
本
又
次
氏
の
引
用
さ
れ
て
い
る
寛
政
九
年
六
月
の
江
戸
干
魚
鰹
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋
よ
り
三
河
口
太
忠
役
所
へ
の
歎
願
書
に
も
、
　
「
伊
豆
国
附
七
嶋
之
内

大
嶋
、
利
嶋
、
新
嶋
井
同
枝
口
若
江
村
、
神
津
島
、
三
宅
島
、
右
嶋
々
魚

漁
荷
物
前
々
よ
り
引
受
来
候
問
屋
共
三
拾
｝
人
惣
代
行
事
七
人
之
者
共
申

上
候
、
右
鳴
々
儀
者
先
年
よ
り
魚
漁
荷
物
私
共
引
請
、
嶋
々
困
窮
飢
渇
に

及
び
候
節
は
、
扶
食
貢
金
を
遣
し
、
漁
職
、
漁
舟
、
廻
船
仕
入
金
井
御
上

納
金
差
支
之
節
も
用
立
置
、
依
之
魚
漁
荷
物
之
儀
は
永
久
私
共
江
可
差
送

旨
時
々
村
役
人
百
姓
惣
連
印
証
文
取
立
、
魚
漁
荷
物
引
請
来
渡
世
仕
候
、
」

と
あ
る
。
ま
た
伊
藤
好
一
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
寛
延
四
年
江
戸
四
目

市
町
の
村
田
彦
兵
衛
を
「
新
島
諸
買
物
所
」
と
し
て
、
新
島
々
民
の
必
要

と
す
る
物
資
を
彦
兵
衛
方
か
ら
だ
け
買
入
れ
る
こ
と
を
約
束
し
た
の
は
、

不
漁
に
よ
る
困
窮
を
切
り
ぬ
け
る
た
め
に
金
百
両
を
彦
兵
衛
か
ら
借
用
し

た
際
の
条
件
で
あ
っ
た
。
明
和
五
年
、
新
島
の
産
物
を
伊
勢
屋
権
兵
衛
外

十
六
人
の
問
屋
以
外
へ
売
り
渡
さ
ぬ
こ
と
を
約
束
し
た
の
も
、
困
窮
の
た

’

め
金
百
両
を
借
用
し
た
際
の
条
件
で
あ
っ
た
。
島
問
屋
の
大
島
屋
・
島
屋

が
御
蔵
島
の
産
物
の
独
占
集
荷
、
島
民
の
生
活
物
資
の
独
占
調
達
を
行
な

っ
て
い
た
の
も
御
蔵
島
の
廻
船
の
新
造
費
用
を
両
問
屋
が
貸
付
け
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
島
問
屋
は
資
金
の
貸
付
な
ど
に
よ

っ
て
島
の
経
済
を
掌
握
し
て
い
た
が
、
経
済
面
ば
か
り
で
は
な
く
島
内
の

争
い
事
に
つ
い
て
仲
介
者
と
し
て
の
活
動
も
し
て
い
る
。
安
永
六
年
、
八

丈
島
の
中
之
郷
と
樫
立
村
が
村
境
に
つ
い
て
争
論
し
、
訴
訟
に
持
ち
込
ま

れ
た
際
、
天
明
二
年
に
至
っ
て
島
問
屋
の
大
島
屋
庄
右
衛
門
、
入
丈
屋
六

右
衛
門
ら
が
扱
人
と
な
っ
て
両
村
を
調
停
し
、
訴
訟
を
取
り
下
げ
さ
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

和
談
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
島
問
屋
が
商
業
行
為
に
よ
っ
て
島
と

結
び
つ
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
経
済
的
支
配
に
よ
っ
て
島
社
会
の

指
導
ま
で
も
行
な
う
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
島
方
と
島
問
屋
の
密
接
な
結
び
つ
き
に
対
し
て
、
島
問
屋

の
独
占
を
排
除
し
、
幕
府
の
手
で
島
産
物
を
専
売
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ

た
の
が
島
方
会
所
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
会
所
設
立
以
前
よ
り
、
幕
府
は

島
問
屋
の
独
占
集
荷
体
制
を
排
除
し
、
専
売
策
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　
例
え
ば
島
民
の
生
活
物
資
の
調
達
に
つ
い
て
、
明
和
七
年
閏
六
月
、
豆

州
代
官
江
川
太
郎
左
衛
門
役
所
が
八
丈
島
・
八
丈
小
島
・
青
ケ
島
に
出
し

た
布
達
に
、
　
「
八
丈
島
・
小
島
・
青
ケ
島
共
金
銭
通
用
無
之
場
所
二
候
得

共
、
以
来
端
物
売
払
代
金
、
我
等
役
所
二
而
相
糺
、
嶋
方
之
者
共
望
之
品

々
、
布
、
木
綿
糸
、
綿
二
至
迄
相
調
遣
シ
、
残
金
有
之
候
ハ
》
、
米
麦
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ
雑
穀
相
調
相
渡
、
金
銀
銭
ハ
嶋
方
江
遣
申
問
敷
旨
被
渡
候
、
」
と
あ
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伊豆七島嶋方会所にっいて

る
よ
う
に
、
こ
れ
以
後
八
丈
島
な
ど
三
島
々
民
が
必
要
と
す
る
生
活
物
資

は
、
反
物
売
払
代
金
を
も
っ
て
代
官
所
が
購
入
し
、
島
民
に
供
給
す
る
こ

と
に
な
り
、
生
活
物
資
調
達
に
関
す
る
代
官
所
1
1
幕
府
の
統
制
が
な
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
代
官
所
の
布
達
は
、
明
和
期
の
三
島
の
大
飢
謹
に
関

連
し
て
発
布
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
他
の
島
々
は
従
来
通
り
島
問
屋

と
の
取
引
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、
天
明
期
に
は
、
島
の
産
物
の
幕
府
の
独
占
1
1
専
売
の
た
め
、
八

丈
島
荷
物
会
所
を
設
立
し
て
い
る
。

　
八
丈
島
荷
物
会
所
に
つ
い
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
御
府
内
備
老
」

に
は
天
明
三
年
十
二
月
、
浅
草
平
右
衛
門
町
の
大
川
通
の
幅
五
間
三
尺
、

長
拾
七
間
三
尺
の
地
を
「
八
丈
島
物
揚
場
」
と
し
、
河
岸
会
所
を
置
い
た

　
　
　
ほ
　

と
あ
る
。
こ
の
河
岸
会
所
が
八
丈
島
荷
物
会
所
と
老
え
ら
れ
る
が
伊
藤
好

一
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
八
丈
島
荷
物
会
所
は
、
島
産
物
の
販
売
を
島
問

屋
の
独
占
か
ら
解
放
し
、
島
民
の
自
由
販
売
と
し
、
さ
ら
に
大
島
な
ど
の

島
々
の
江
戸
へ
積
送
る
産
物
の
す
べ
て
を
八
丈
島
（
荷
物
会
所
力
）
へ
送

る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
島
問
屋
と
島
方
は

共
に
強
く
反
対
し
、
幕
府
も
そ
の
反
対
に
よ
っ
て
天
明
六
年
三
月
、
島
々

か
ら
出
荷
す
る
荷
高
の
二
〇
％
を
八
丈
島
へ
送
り
、
「
た
め
し
売
」
と
し
、

残
り
の
荷
は
従
来
の
江
戸
の
引
請
問
屋
へ
積
送
り
、
島
産
物
の
売
上
代
金

一
両
に
つ
き
銀
一
匁
の
冥
加
金
を
島
方
よ
り
幕
府
に
上
納
す
る
こ
と
に
改

　
　
は
　

め
た
。

　
こ
の
よ
う
に
七
島
産
物
全
体
の
専
売
の
計
画
は
不
完
全
な
も
の
と
な
っ

た
が
、
こ
の
政
策
は
、
田
沼
期
の
専
売
政
策
の
一
つ
と
し
て
実
施
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
天
明
五
年
に
、
輸
出
海
産
物
隠
俵
物
を
長
崎
会
所
（
俵
物

会
所
）
に
よ
る
直
仕
入
制
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
俵
物
の
独
占
集
荷
権
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

っ
て
い
た
長
崎
一
手
請
方
問
屋
を
排
除
し
た
政
策
と
共
通
す
る
幕
府
の
専

売
政
策
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
両
者
と
も
に
、
従
来
問
屋
が
持
っ
て
い
た

独
占
集
荷
権
を
幕
府
が
握
ろ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
も
明
き
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
入
丈
島
荷
物
会
所
は
同
じ
く
田
沼
期
に
設
立
さ
れ
た
明
磐
会
所
、

石
灰
会
所
な
ど
と
と
も
に
田
沼
失
脚
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
、
二
割
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

し
売
や
冥
加
金
上
納
も
廃
止
さ
れ
、
島
産
物
は
以
前
の
島
問
屋
に
よ
る
独

占
集
荷
体
制
に
戻
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
八
丈
島
荷
物
会
所
設
置
に
よ
っ
て
島
問
屋
が
困
窮
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
天
明
七
年
、
田
沼
意
次
が
処
罰
さ
れ
た
時
に
作
ら
れ
た
二
十
六
ケ
条

の
擬
文
「
田
沼
主
殿
頭
殿
江
被
仰
渡
之
趣
」
の
中
に
「
八
丈
島
産
物
之
義

は
、
多
年
問
屋
有
之
、
年
々
前
金
差
遣
、
所
々
に
て
数
人
渡
世
仕
来
、
然

処
、
此
度
上
よ
り
新
規
御
買
上
之
御
役
所
相
立
候
、
依
之
、
是
迄
之
問
屋

共
よ
り
、
差
出
置
候
前
金
、
皆
損
亡
に
相
成
、
家
業
に
放
れ
、
困
窮
に
及

候
、
其
上
以
後
は
、
御
役
人
之
働
に
て
、
定
而
長
崎
に
て
、
唐
船
荷
物
買

上
同
様
に
、
下
直
に
可
相
成
事
、
如
指
掌
中
候
、
江
戸
問
屋
共
之
家
業
を

御
奪
被
遊
候
、
惣
而
人
々
之
家
業
を
権
威
以
奪
候
は
、
乱
世
之
基
可
相
成

　
レ
　

事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
、
当
時
の
人
々
が
田
沼
政
治
を
強

く
批
判
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
島
問
屋
に
同
情
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
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三

　
田
沼
期
、
八
丈
島
荷
物
会
所
に
よ
っ
て
、
島
々
の
産
物
を
幕
府
が
専
売

す
る
こ
と
は
短
期
間
、
か
つ
不
完
全
な
状
態
で
失
敗
に
終
っ
た
が
、
寛
政

期
に
入
り
、
幕
府
は
再
び
島
々
の
産
物
の
専
売
を
計
画
し
、
伊
豆
代
官
三

河
口
太
忠
輝
昌
を
中
心
に
し
て
島
方
会
所
が
設
立
さ
れ
、
専
売
を
実
施
し

た
。　

島
方
会
所
の
設
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
二
、
三
の
史
料
が
あ
る
が
、
島

方
会
所
頭
取
三
井
八
郎
右
衛
門
の
名
代
池
田
惣
三
郎
と
北
岡
文
兵
衛
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
保
九
年
四
月
、
京
へ
上
っ
た
時
に
持
参
し
た
記
録
に
は
次
の
様
に
あ

る
。　

】
、
伊
豆
国
附
七
島
之
儀
、
八
丈
反
物
始
、
薪
、
干
魚
、
鰹
節
其
外
山

　
　
海
之
諸
産
物
、
古
来
6
廻
船
積
之
上
、
夫
々
問
屋
向
江
直
応
対
二
而

　
　
交
易
仕
来
候
処
、
出
島
役
人
井
船
頭
之
者
、
国
地
問
屋
と
馴
合
、
不

　
　
正
之
取
斗
方
多
く
、
其
上
産
物
代
金
諸
向
大
金
滞
等
二
而
、
小
前
之

　
　
者
一
同
困
窮
二
差
迫
、
不
穏
候
二
付
、
寛
政
七
卯
年
御
代
官
三
河
口

　
　
（
忠
）

　
　
太
仲
様
御
廻
島
之
上
、
追
々
御
吟
味
在
之
、
島
々
為
御
救
、
同
八
辰
年

　
　
重
き
御
趣
意
を
以
御
改
正
被
仰
出
、
島
々
産
物
会
所
御
取
建
、
都
而

　
　
御
直
捌
二
被
仰
付
候
間
、
是
迄
之
問
屋
向
御
取
放
し
二
相
成
候
二
付
、

　
　
、
町
会
所
御
用
達
松
沢
孫
八
様
会
所
頭
取
二
被
仰
付
、
勤
中
弐
人
扶

　
　
持
被
下
置
候

　
ま
た
、
宮
本
又
次
氏
が
引
用
さ
れ
た
「
島
方
会
所
御
取
締
之
儀
申
上
候

　
　
お
　

書
付
」
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　

　
会
所
起
立
之
儀
、
島
々
船
頭
井
出
府
人
、
国
地
問
屋
共
よ
り
馴
合
、
不

　
正
之
取
斗
ひ
有
之
、
在
島
小
前
之
も
の
追
々
及
困
窮
、
其
頃
、
大
伝
馬

　
町
住
居
元
世
話
役
庄
次
郎
発
願
に
而
密
々
入
御
届
に
、
寛
政
度
御
改
正

　
相
成
、
依
而
は
同
人
手
筋
を
以
、
松
沢
孫
八
事
宗
八
郎
江
引
合
、
御
仕

　
法
立
等
委
細
申
上
、
同
人
町
会
所
御
用
達
相
励
候
故
、
同
所
引
格
に
而

　
町
会
所
御
用
達
に
当
り
て
頭
取
と
唱
へ
、

と
あ
り
、
両
史
料
と
も
、
会
所
設
立
は
、
島
の
産
物
を
江
戸
に
輸
送
す
る

船
頭
・
島
の
役
人
が
、
江
戸
の
島
問
屋
と
馴
合
い
、
不
正
を
行
な
っ
て
、

島
民
を
困
窮
さ
せ
て
い
た
の
で
、
そ
の
不
正
を
除
き
、
島
民
を
困
窮
か
ら

救
う
た
め
に
会
所
が
設
立
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。

　
先
に
掲
げ
た
史
料
に
、
大
伝
馬
町
住
居
の
庄
次
郎
が
、
島
会
所
設
立
を

発
願
し
た
と
あ
っ
た
が
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
「
島
会
所
濫
膓
」
に
は
次

の
様
に
あ
る
。

　
「
、
鉄
砲
洲
十
軒
町
へ
島
方
御
会
所
被
相
立
候
起
リ
ハ
、
寛
政
年
中
、

　
　
田
村
玄
長
様
島
々
御
渡
海
被
遊
、
諸
薬
草
木
御
植
付
被
成
候
時
節
、

　
　
櫛
屋
平
六
、
伊
勢
屋
庄
次
郎
ト
申
者
、
玄
長
様
御
供
分
二
罷
成
、
豆

　
　
州
島
々
へ
相
渡
り
、
風
土
産
業
不
及
申
、
夫
食
払
底
ノ
儀
迄
委
ク
見

　
　
届
ヶ
右
平
六
、
庄
次
郎
ヨ
リ
申
上
候
テ
、
御
勘
定
御
奉
行
柳
生
主
膳

　
　
正
様
御
掛
リ
ニ
テ
、
七
島
へ
御
手
入
有
之
、

　
こ
の
史
料
に
は
、
島
方
会
所
設
立
を
幕
府
勘
定
所
へ
具
申
し
た
の
は
庄

6



伊豆七島嶋方会所について

次
郎
一
入
で
は
な
く
、
櫛
屋
平
六
と
い
う
者
と
一
緒
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
　
「
島
会
所
濫
膓
」
は
、
　
「
櫛
屋
平
六
儀
ハ
豆
州
波
浮
湊

取
立
、
同
所
三
ア
作
リ
取
、
同
所
百
姓
二
相
成
候
、
伊
勢
屋
庄
次
郎
儀
は

御
会
所
附
旅
人
宿
二
罷
成
候
」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
寛
政
八
年
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

月
、
三
河
口
太
忠
役
所
よ
り
島
々
へ
の
「
申
渡
」
の
中
に
、
　
「
会
所
地
面

内
二
住
居
い
た
し
候
伊
勢
屋
庄
次
郎
方
、
島
々
定
宿
申
付
候
間
、
」
と
あ

り
、
伊
勢
屋
庄
次
郎
が
島
方
会
所
設
立
に
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ

と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
櫛
屋
平
六
に
つ
い
て
は
、
他
に

史
料
が
見
当
ら
な
い
が
、
大
島
の
波
浮
湊
が
築
港
さ
れ
、
そ
の
為
に
大
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

に
流
人
を
送
ら
な
く
な
っ
た
の
が
寛
政
十
一
年
十
一
月
の
こ
と
で
あ
り

「
島
会
所
濫
鰯
」
の
「
櫛
屋
平
六
儀
ハ
、
豆
州
波
浮
湊
取
立
」
と
時
期
的

に
近
い
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。

　
島
方
会
所
が
、
困
窮
状
態
に
あ
っ
た
島
民
の
救
済
を
目
的
と
し
て
設
立

さ
れ
た
こ
と
は
、
会
所
の
仕
法
か
ら
も
十
分
う
か
が
え
る
。

　
寛
政
八
年
四
月
、
三
河
口
太
忠
役
所
よ
り
島
々
へ
布
達
さ
れ
た
島
方
会

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

所
の
仕
法
十
四
ケ
条
の
中
か
ら
主
な
も
の
を
左
に
掲
げ
る
。

　
一
、
此
度
島
々
困
窮
為
御
救
、
産
物
直
段
引
上
ヶ
候
様
と
の
御
趣
意
を

　
　
以
、
江
戸
鉄
炮
洲
拾
軒
町
江
会
所
相
建
、
右
之
場
所
二
お
ゐ
て
、
島

　
　
方
交
易
之
儀
一
式
取
扱
、
是
迄
之
通
島
々
直
売
買
差
留
被
仰
渡
候
、

　
　
（
下
略
）

一、

Y
物
之
儀
は
、
不
残
会
所
江
引
取
、
其
時
之
町
方
入
札
触
い
た
し
、

　
　
売
捌
代
金
は
会
所
江
取
立
、
買
入
物
等
之
儀
も
、
会
所
二
而
直
段
を

　
糺
候
上
買
入
相
渡
し
、
聯
之
品
た
り
と
も
島
方
直
売
買
堅
不
相
成
筈

　
得
其
意
可
申
、
尤
払
代
金
之
買
物
代
其
外
渡
方
之
分
引
之
、
残
金
之

　
分
正
金
二
而
渡
遣
候
、

一、

D
物
売
捌
方
之
儀
、
前
条
之
通
其
時
之
町
方
入
札
触
出
シ
、
直
段

　
相
当
之
節
は
売
払
、
格
別
下
直
段
、
亦
は
買
入
無
之
節
は
就
又
得
と

　
吟
味
之
上
、
売
捌
候
積
り
之
処
、
夫
迄
江
戸
滞
船
致
候
而
は
、
費
用

　
も
多
、
其
上
島
方
二
而
も
夫
食
差
支
難
儀
可
致
哉
二
付
、
右
躰
之
節

　
は
外
落
札
直
段
見
、
平
均
を
以
会
所
江
御
買
上
二
相
成
り
゜
候
積
リ
ニ

　
候｝

、
出
国
之
者
共
江
戸
逗
留
中
は
、
銘
々
勝
手
次
第
二
旅
宿
い
た
し
来

　
リ
候
処
、
巳
来
は
会
所
地
内
二
住
居
い
た
し
候
伊
勢
屋
庄
治
郎
方
島

　
々
定
宿
申
付
候
間
、
逗
留
中
は
右
之
者
方
二
罷
在
、
是
迄
之
通
銘
々

　
勝
手
二
宿
ヲ
取
候
儀
は
堅
ク
不
相
成
候
、

一
、
島
方
交
易
之
儀
、
以
来
は
江
戸
表
会
所
限
り
、
他
所
二
而
は
仮
令

　
聯
之
品
た
り
と
も
、
堅
ク
売
買
不
相
成
段
、
諸
国
浦
々
江
も
御
触
流

　
し
有
之
間
可
得
其
意
候

一、

v
食
穀
物
之
儀
、
産
物
売
払
右
代
金
ヲ
以
買
入
候
而
は
、
其
時
々

　
之
相
場
二
而
買
調
候
儀
二
付
、
甚
高
直
二
成
事
も
可
有
之
哉
二
付
、

　
以
来
は
壱
ヶ
年
五
百
両
宛
取
替
金
ヲ
以
、
相
場
下
直
之
節
を
見
合
買

　
入
置
、
島
々
人
別
二
割
合
石
数
取
極
、
時
々
之
相
場
何
程
高
直
二
候

　
共
、
右
二
不
拘
買
直
段
ヲ
以
可
渡
遣
候

右
の
「
申
渡
」
を
島
々
に
布
達
し
た
が
、
そ
の
最
後
に
「
騨
二
而
も
費
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用
を
省
キ
、
諸
事
正
路
二
取
斗
得
は
囲
穀
も
相
増
、
急
難
取
続
之
手
段
専

一
二
心
掛
可
申
、
」
と
あ
り
、
右
に
上
げ
た
「
申
渡
」
の
箇
条
と
と
も
に

こ
の
会
所
設
立
が
「
島
々
困
窮
為
御
救
」
、
　
す
な
わ
ち
島
々
の
飢
饅
対
策

で
あ
る
こ
と
を
明
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
交
易
を
会
所
に
限

定
し
、
江
戸
の
会
所
以
外
で
の
交
易
を
一
切
禁
止
し
、
抜
荷
防
止
の
為
に

島
民
の
江
戸
で
の
旅
宿
を
定
め
、
ま
た
島
民
の
江
戸
出
府
の
際
の
飯
料
・

雑
用
銀
を
公
定
し
、
島
々
が
会
所
以
外
か
ら
金
を
借
り
る
こ
と
も
禁
止
す

る
な
ど
、
島
民
を
強
く
拘
束
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
会
所
の
仕
法
、
す
な
わ
ち
島
方
会
所
に
よ
る
専
売
制
度
は
、
先
に
上
げ

た
史
料
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
島
々
の
産
物
の
販
売
、
生
活
物
資
の
購

入
は
す
べ
て
会
所
を
通
し
て
行
な
い
、
島
方
の
者
は
取
引
に
立
会
う
だ
け

で
、
産
物
売
捌
に
直
接
関
係
さ
せ
な
い
制
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

従
来
、
島
方
を
経
済
的
に
支
配
し
て
き
た
島
問
屋
を
取
引
か
ら
排
除
し
、

島
方
経
済
を
幕
府
の
管
理
下
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
所
は
、

明
和
期
の
八
丈
島
な
ど
三
島
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
生
活
物
資
購
入
に
関

す
る
江
川
役
所
の
統
制
、
天
明
期
の
八
丈
島
荷
物
会
所
設
立
の
両
策
を
合

わ
せ
、
伊
豆
七
島
全
体
に
拡
大
し
て
実
施
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
島
方
会
所
設
立
に
対
し
て
、
従
来
の
経
済
的
利
権
を
奪
わ
れ
る
島
問
屋

た
ち
は
、
先
の
八
丈
島
荷
物
会
所
設
立
反
対
と
同
様
強
く
反
対
し
た
こ
と

は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
宮
本
又
次
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
島
の
干
魚
・
鰹
節
の
江
戸
荷
請
問
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
鐸

三
十
｝
人
が
、
寛
政
八
年
四
月
、
三
河
口
太
忠
役
所
に
提
出
し
た
証
文
に
、

「
是
迄
島
方
江
貸
金
候
仕
入
金
等
其
外
霧
敷
御
座
候
付
、
問
屋
株
御
取
放

に
相
成
候
而
は
銘
々
家
業
に
離
取
続
方
無
之
候
而
難
儀
仕
候
間
、
右
貸
置

候
金
銀
返
済
被
仰
付
候
共
、
又
は
是
迄
之
通
売
捌
被
仰
付
候
共
、
何
れ
私

共
渡
世
に
相
成
候
様
に
御
慈
悲
奉
願
上
候
」
と
あ
り
、
そ
の
困
却
ぶ
り
が

う
か
が
え
る
。
ま
た
伊
藤
好
一
氏
も
、
会
所
設
立
に
つ
い
て
、
島
問
屋
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
び
島
方
が
反
対
し
た
こ
と
を
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
島
方
が
会
所
設
立
を

反
対
し
た
の
は
、
交
易
地
を
江
戸
に
限
定
さ
れ
て
は
、
種
々
の
難
儀
が
あ

る
こ
と
な
ど
か
ら
で
あ
っ
た
。
幕
府
は
、
こ
れ
ら
の
反
対
に
対
し
て
、

島
問
屋
ら
の
島
方
へ
の
貸
金
は
幕
府
が
取
調
べ
た
上
で
済
方
を
申
付
け

干
魚
鰹
節
荷
請
問
屋
に
つ
い
て
は
、
会
所
で
の
島
方
荷
物
売
捌
高
の
五
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

を
そ
の
時
の
落
札
値
段
で
買
入
れ
る
権
利
を
与
え
た
の
み
で
、
取
引
に
関

す
る
会
所
の
独
占
を
崩
さ
ず
、
島
問
屋
・
島
方
の
反
対
を
抑
え
た
の
で
あ

る
。　

さ
て
、
寛
政
八
年
と
い
う
時
点
に
、
こ
の
島
方
会
所
を
幕
府
が
設
立
し

た
の
は
如
何
な
る
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
伊
藤
好
】
氏
は
、
こ
の
時
点

江
戸
に
お
け
る
商
品
の
集
荷
は
、
商
品
別
の
問
屋
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
島

問
屋
の
ご
と
く
特
定
の
生
産
地
を
対
象
と
し
て
多
種
類
の
商
品
を
非
合
理

な
組
織
で
集
荷
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
江
戸
の
問
屋
が
会
所
設
立
へ
動
い

た
こ
と
が
背
後
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ
、
設
立
後
間
も
な

く
、
会
所
の
経
営
の
主
導
権
が
一
部
の
大
呉
服
問
屋
に
握
ら
れ
て
し
ま
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

た
こ
と
を
そ
の
根
拠
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
、
江
戸
の
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問
屋
た
ち
の
動
き
に
よ
っ
て
島
方
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
島
問
屋
を
排
除

　
　
し
、
会
所
に
よ
る
島
産
物
の
専
売
を
行
な
う
こ
と
が
幕
府
に
と
っ
て
ど
れ

　
　
だ
け
の
利
益
に
な
っ
た
の
か
と
老
え
る
と
、
こ
の
伊
藤
氏
の
見
解
に
賛
同

　
　
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
伊
藤
氏
の
言
わ
れ
る
一
部
の
大
呉
服
問
屋
と
は
、
後
に
会
所
頭
取
と
な

　
　
っ
た
三
井
越
後
屋
や
白
木
屋
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
伊
藤
氏
が
説
か

　
　
れ
る
よ
う
に
、
当
時
、
商
品
別
の
問
屋
に
よ
る
集
荷
の
傾
向
に
あ
る
の
な

　
・
ら
ば
、
三
井
越
後
屋
、
白
木
屋
と
い
う
呉
服
商
人
が
、
入
丈
紬
以
外
に

　
　
も
、
多
く
の
種
類
の
産
物
を
取
扱
う
こ
の
会
所
設
立
の
背
後
に
あ
っ
た
と

　
　
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
．
後
述
の
如
く

　
　
三
井
家
は
、
会
所
設
立
前
の
寛
政
七
年
、
八
丈
反
物
部
門
の
会
所
頭
取
就

　
　
任
を
幕
府
が
内
々
指
示
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
約
二
年
間
頭
取
就

　
　
任
を
断
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
如
何
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う

　
　
か
。

可
　
　
幕
府
が
当
時
の
大
商
人
で
あ
る
松
沢
氏
や
、
三
井
家
に
会
所
の
経
営
を

瓠
　
任
せ
た
の
は
、
彼
ら
の
資
本
力
を
幕
府
が
利
用
せ
ん
と
し
た
た
め
で
、
寛

に
　
政
改
革
に
お
い
て
勘
定
所
御
用
達
の
資
本
を
利
用
し
て
米
価
．
諸
物
価
の

蜥
安
定
を
計
・
た
・
と
と
通
ず
・
も
の
で
あ
・
て
、
勘
定
所
御
用
達
・
、
・

嚇
の
会
所
頭
取
箕
・
、
寛
政
期
の
幕
府
の
粟
案
利
畢
で
あ
。
た
と

島
　
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

弛
寛
政
八
年
に
会
所
を
設
立
し
た
の
は
・
島
盟
の
島
方
経
済
の
独
占
支

伊　
　
配
を
排
し
、
こ
れ
ま
で
た
び
く
飢
饅
に
陥
っ
た
島
の
困
窮
状
況
を
救
済

す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
寛
政
六
年
、
御
蔵
島
ど

の
取
引
を
独
占
し
て
い
た
島
問
屋
が
そ
の
取
引
の
ル
ー
ズ
さ
か
ら
処
罰
さ

　
　
お
　

れ
た
が
、
こ
の
事
件
が
幕
府
に
島
問
屋
の
島
方
経
済
の
支
配
の
実
態
を
認

識
さ
せ
、
幕
府
を
、
会
所
設
立
へ
向
か
わ
せ
た
直
接
の
原
因
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

四

　
こ
の
よ
う
に
島
方
会
所
は
幕
府
の
専
売
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
が
、

設
立
と
と
も
に
頭
取
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
島
方
と
は
そ
れ
ま
で
無
縁
で

あ
っ
た
松
沢
孫
八
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
松
沢
孫
八
は
、
竹
内
誠
氏
の
「
寛
政
改
革
と
勘
定
所
御
用
達
の
成
立
」

に
よ
れ
ば
、
江
戸
本
石
町
三
丁
目
に
大
坂
屋
の
屋
号
を
も
っ
て
店
を
開
い

て
い
た
蝋
油
問
屋
で
、
幕
府
の
油
御
用
を
も
つ
と
め
て
い
た
商
人
で
あ
っ

た
。
天
明
八
年
、
幕
府
が
米
穀
相
場
の
安
定
、
諸
物
価
調
節
な
ど
の
た
め

に
任
命
し
た
勘
定
所
御
用
達
七
名
の
一
員
で
、
江
戸
で
有
数
の
富
裕
な
商

人
で
あ
っ
た
。

　
幕
府
が
こ
の
松
沢
孫
入
を
島
方
会
所
頭
取
に
任
命
し
た
の
は
島
方
会
所

の
運
営
資
金
を
出
金
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
三
井
八
郎
右
衛
門
が
松
沢

氏
に
加
え
て
頭
取
に
任
命
さ
れ
た
時
、
三
井
家
側
で
頭
取
の
仕
事
を
調
べ

た
も
の
に
、
松
沢
氏
は
少
な
い
月
で
も
金
五
・
六
百
両
、
多
い
月
は
金
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

両
余
を
会
所
の
運
営
の
た
め
に
立
替
え
て
い
る
と
あ
り
、
松
沢
き
ら
か
で

9



氏
の
資
本
力
を
幕
府
が
利
用
す
る
た
め
に
会
所
頭
取
に
任
じ
た
こ
と
は
明

あ
る
。

　
会
所
設
立
後
の
寛
政
九
年
六
月
二
十
日
、
幕
府
は
松
沢
氏
に
加
え
て
越

後
屋
（
三
井
）
入
郎
右
衛
門
を
会
所
頭
取
に
任
命
し
た
。

　
越
後
屋
ー
1
三
井
家
は
江
戸
時
代
、
鴻
池
家
と
並
ぶ
大
商
人
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
三
井
家
は
、
大
坂
御
為
替
を
は
じ
め
、
幾
多
の
幕

府
御
用
を
請
負
い
、
幕
府
と
密
接
な
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
た
商
人
で
あ

葡　
島
方
会
所
頭
取
を
命
じ
ら
れ
た
越
後
屋
八
郎
右
衛
門
は
、
三
井
家
の
代

表
的
店
名
前
（
店
の
名
儀
人
）
で
、
呉
服
店
系
の
本
店
一
巻
を
統
轄
す
る

店
名
前
で
あ
る
。
当
時
の
八
郎
右
衛
門
は
、
三
井
十
一
家
の
惣
領
家
で
あ

る
北
家
の
第
六
代
高
祐
で
あ
っ
た
。
八
郎
右
衛
門
を
含
め
、
三
井
同
族
の

多
く
は
京
住
居
で
あ
っ
た
が
、
幕
府
は
「
江
戸
店
引
受
候
者
相
心
得
、
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

用
向
差
支
無
之
様
松
沢
孫
八
同
様
可
相
勤
」
と
命
じ
、
入
郎
右
衛
門
が
京

住
居
の
ま
ま
会
所
頭
取
を
つ
と
め
、
実
務
は
江
戸
の
越
後
屋
支
配
人
の
中

か
ら
出
る
頭
取
名
代
が
行
な
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
こ
の
三
井
家
へ
の
会
所
頭
取
任
命
は
、
表
面
上
は
「
御
用
多
二
付
」
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
幕
府
の
真
の
ね
ら
い
は
、
三
井
家
の
資
本
力
を

利
用
し
て
会
所
の
運
営
資
金
を
拡
大
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
老
え
ら
れ

る
。
三
井
家
に
お
い
て
も
そ
の
と
こ
ろ
を
察
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

三
井
家
が
会
所
頭
取
を
命
ぜ
ら
れ
た
直
後
の
寛
政
九
年
六
月
二
十
九
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

江
戸
本
店
（
越
後
屋
呉
服
店
）
支
配
人
ら
が
京
都
に
出
し
た
書
状
に
は
次

の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。
長
文
の
書
状
で
あ
る
の
で
主
な
部
分
を
抄
出
し

て
お
く
。

　
伊
豆
国
付
七
島
産
物
着
船
否
不
残
鉄
炮
洲
御
会
所
江
御
上
さ
せ
、
右
於

御
会
所
入
れ
相
済
次
第
代
金
請
取
、
無
滞
船
直
様
致
出
帆
候
御
仕
法
二

有
之
候
、
然
二
右
産
物
致
落
札
候
問
屋
、
夫
々
引
取
候
得
と
も
代
金
直

　
二
致
上
納
候
者
ハ
稀
二
有
之
、
又
滞
船
致
候
而
者
島
方
之
難
儀
二
候
故
、

右
落
札
代
金
問
屋
6
相
納
候
迄
之
内
、
頭
取
6
建
替
申
候
儀
、
此
処
第

　
一
之
奉
公
二
有
之
、
　
（
中
略
）

　
（
筆
者
註
　
問
屋
落
札
代
金
）

右
等
不
残
是
迄
松
沢
氏
立
替
相
勤
申
候
、
凡
一
ヶ
月
二
無
少
月
者
五
六

百
両
、
金
高
之
船
参
候
節
ハ
千
両
其
余
も
立
替
被
申
候
、
右
ハ
雑
物
斗

　
二
而
入
丈
反
物
ハ
無
之
候
、
当
年
6
反
物
籠
候
ハ
」
定
而
大
金
之
建
替
二

相
成
可
申
哉
、
此
段
難
斗
奉
存
候
、

此
度
八
郎
右
衛
門
様
江
被
仰
付
候
ハ
、
八
丈
反
物
之
頭
取
を
可
被
仰
付

哉
之
儀
、
　
一
昨
年
6
御
内
意
御
座
候
二
付
、
右
ハ
中
々
「
通
二
而
ハ
難

相
勤
、
八
丈
反
物
斗
二
而
も
往
々
如
何
可
相
成
哉
、
大
失
墜
物
と
相
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

候
二
付
程
能
御
断
申
上
さ
セ
、
別
而
一
昨
年
6
御
一
件
御
吟
味
中
之
御

儀
故
何
分
御
断
を
申
上
罷
在
候
処
、
前
書
之
通
伊
豆
国
附
島
々
産
物
頭

取
、
松
沢
氏
と
申
合
候
而
御
差
支
無
之
様
可
相
勤
旨
被
仰
付
候
上
ハ
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
却
）

有
御
儀
ニ
ハ
御
座
候
へ
共
何
共
く
異
脚
千
万
此
御
事
御
座
候
、
勿
論

先
操
問
屋
6
上
納
被
致
候
得
ハ
何
卒
格
別
之
金
高
二
相
成
不
申
様
是
而

巳
希
候
儀
二
御
座
候

前
書
金
子
取
替
、
利
金
等
無
之
、
皆
々
御
奉
公
筋
二
有
之
、
其
上
御
役
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伊豆七島嶋方会所について

　
人
様
方
諸
方
相
勤
、
籾
又
、
目
勤
之
御
入
用
毒
込
、
　
（
中
略
）
御
公
儀

　
勤
労
拐
々
心
痛
成
も
の
二
御
座
候
、
然
共
今
更
致
方
も
無
御
座
、
随
分

　
入
念
実
意
を
以
御
用
向
御
大
切
二
滞
無
御
座
様
相
勤
候
様
二
御
座
候
、

　
右
の
書
状
に
も
、
こ
の
頭
取
の
「
第
一
之
奉
公
」
は
会
所
運
営
の
た
め

に
立
替
金
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
今
年
か
ら
入
丈
反
物
の
代
金
も
立
替
え

る
こ
と
に
な
る
の
で
多
額
の
立
替
資
金
が
必
要
と
な
ろ
う
と
記
し
て
い
る

な
ど
、
三
井
家
側
で
は
こ
の
会
所
頭
取
の
主
な
つ
と
め
は
、
落
札
代
金
の

立
替
に
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
が
三
井
家
に
頭

取
就
任
を
渋
ら
せ
た
理
由
で
も
あ
っ
た
。
三
井
家
の
頭
取
就
任
へ
の
消
極

的
姿
勢
は
、
右
の
書
状
に
「
右
ハ
中
々
一
通
二
而
ハ
難
相
勤
」
、
「
大
失
墜

物
と
相
察
候
二
付
程
能
御
断
申
上
さ
セ
」
、
「
何
共
く
異
却
（
困
惑
の
こ

と
）
千
万
此
御
事
御
座
候
」
、
「
公
儀
勤
労
籾
々
心
痛
成
も
の
」
な
ど
と
あ

る
こ
と
か
ら
も
十
分
う
か
が
え
よ
う
。
こ
の
消
極
性
は
、
三
井
家
と
い
う

大
商
人
の
保
守
性
か
ら
出
て
く
る
も
の
と
老
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
幕
府

御
用
請
負
に
よ
っ
て
生
ず
る
種
々
の
負
担
を
避
け
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら

出
て
く
る
も
の
と
老
え
ら
れ
よ
う
。

　
寛
政
九
年
六
月
、
松
沢
氏
に
加
え
て
会
所
頭
取
に
就
任
し
た
越
後
屋
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

郎
右
衛
門
は
、
松
沢
氏
と
同
様
、
二
人
扶
持
を
給
せ
ら
れ
、
そ
の
後
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
年
五
月
に
は
「
勤
中
苗
字
御
免
」
と
な
り
、
文
化
十
年
九
月
十
六
日
に

は
、
頭
取
を
数
年
勤
め
た
功
に
よ
り
勘
定
所
御
用
達
と
な
っ
て
、
従
来
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　

京
都
町
奉
行
支
配
か
ら
勘
定
奉
行
支
配
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
松
沢
孫
入

の
子
宗
次
郎
も
三
井
氏
と
共
に
勘
定
所
御
用
達
と
な
っ
て
い
る
。
松
沢
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　

は
す
で
に
天
明
八
年
勘
定
所
御
用
達
に
任
命
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
下

勘
定
所
御
用
達
で
あ
り
、
こ
の
文
化
十
年
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
三
井
氏
・

松
沢
氏
と
も
上
勘
定
所
の
御
用
臨
で
あ
っ
た
。
こ
の
上
勘
定
所
御
用
達
の

性
格
に
つ
い
て
は
明
き
ら
か
で
な
い
が
、
寛
政
改
革
に
際
し
て
任
命
さ
れ

た
下
勘
定
所
御
用
達
が
、
米
価
調
節
を
中
心
と
す
る
物
価
調
節
に
活
躍
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

る
な
ど
、
幕
府
の
経
済
政
策
実
施
に
関
し
て
実
際
的
な
活
動
を
し
た
の
に

対
し
て
、
こ
の
上
勘
定
所
御
用
達
は
そ
の
よ
う
な
活
動
を
し
た
形
跡
は
な

い
。

　
三
井
家
で
は
、
こ
の
勘
定
所
御
用
達
拝
命
に
関
し
て
「
追
々
結
構
被
仰

付
難
有
御
儀
ニ
ハ
候
得
共
、
御
勘
定
所
同
心
衆
、
御
中
之
口
番
衆
江
年
々

附
届
金
入
用
井
御
老
若
様
方
御
始
諸
役
人
方
江
年
頭
・
暑
寒
御
伺
状
井
五

節
句
等
相
勤
候
二
付
而
者
、
諸
失
墜
も
多
く
相
成
、
御
手
当
金
百
両
斗
二

相
成
候
而
者
入
札
難
相
調
候
二
付
、
御
会
所
日
勤
定
供
も
相
止
メ
、
成
丈

御
入
用
不
相
掛
候
様
厚
心
配
仕
候
得
共
、
此
上
減
方
も
無
之
心
痛
千
万
奉

　
　
　
む
　

存
候
」
と
記
し
て
、
役
人
へ
の
附
届
な
ど
の
入
用
が
【
層
か
さ
む
こ
と
を

案
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
天
明
八
年
任
命
の
勘
定
所
御
用
達
が

米
価
調
節
の
た
め
に
幕
府
に
出
金
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
、
出
金

に
つ
い
て
も
全
く
心
配
し
て
い
な
い
。
そ
の
後
も
、
三
井
家
が
勘
定
所
御

用
達
と
し
て
活
動
し
た
形
跡
は
見
当
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
こ
の

上
勘
定
所
御
用
達
任
命
は
、
単
に
格
式
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
島
方
会

所
頭
取
勤
続
の
褒
賞
と
し
て
、
勘
定
所
御
用
達
の
名
儀
を
与
え
た
も
の
と

解
さ
れ
る
。
し
か
も
、
三
井
家
で
は
右
の
文
中
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
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に
褒
賞
・
名
誉
と
は
考
え
ず
、
　
「
誠
勿
躰
無
御
事
二
者
候
得
共
、
実
二
難

　
　
　
　
　
　
ゆ
　

有
迷
惑
御
同
前
」
と
記
し
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
の
勘
定
所
御
用
達
に
つ
い
て
、
幕
府
は
「
是
迄
通
会
所
頭
取

　
　
　
ゆ
　

可
相
勤
」
と
命
じ
、
会
所
頭
取
の
業
務
は
何
ら
変
更
の
な
い
こ
と
を
明
き

ら
か
に
し
て
い
る
。

　
次
に
島
方
会
所
の
組
織
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
お
く
。

　
会
所
に
関
係
す
る
幕
府
の
役
人
と
し
て
、
　
「
八
丈
実
記
」
に
は
御
勘
定

組
頭
・
支
配
勘
定
・
御
普
請
役
の
三
者
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
寛
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

八
年
四
月
の
三
河
口
太
忠
役
所
よ
り
島
々
へ
の
「
申
渡
」
に
は
「
産
物
交

易
之
時
、
我
等
井
御
勘
定
其
外
手
附
之
者
会
所
江
相
越
」
と
あ
り
、
代

官
・
勘
定
・
代
官
手
附
が
交
易
時
に
立
会
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
三
井

　
　
　
　
ゆ
　

家
の
記
録
に
は
、
産
物
代
金
上
納
、
産
物
荷
揚
品
取
扱
な
ど
に
は
、
代
官

手
附
・
手
代
が
出
役
す
る
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
会
所
に
は
、
会
所
を
監

督
す
る
勘
定
所
か
ら
勘
定
組
頭
、
支
配
勘
定
、
普
請
役
、
伊
豆
代
官
か
ら

代
官
、
代
官
手
附
・
手
代
が
出
役
し
て
い
た
。

　
天
保
九
年
、
三
井
八
郎
右
衛
門
名
前
が
新
町
家
第
六
代
三
井
高
満
か
ら

北
家
第
八
代
三
井
高
福
に
譲
替
さ
れ
た
際
、
そ
の
御
礼
の
た
め
に
八
郎
右

衛
門
高
福
が
江
戸
へ
下
向
し
て
挨
拶
し
た
人
々
の
う
ち
、
会
所
関
係
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

考
え
ら
れ
る
幕
府
役
人
は
次
の
入
名
で
あ
っ
た
。

　
嶋
々
御
掛
り
勘
定
組
頭
　
村
井
栄
之
進

　
嶋
々
御
掛
り
勘
定
　
長
谷
部
喜
右
衛
門
・
和
田
忠
次
郎
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
久
保
忠
八
郎

　
嶋
々
支
配
代
官
　
羽
倉
外
記

　
島
方
会
所
定
出
役
　
今
西
久
太
夫
・
渡
辺
清
太
郎
・
小
林
好
太
郎

　
会
所
の
諸
業
務
を
統
轄
し
て
い
た
の
は
、
当
然
、
頭
取
両
名
で
あ
っ
た
。

三
井
文
庫
所
蔵
の
島
方
会
所
関
係
の
記
蜘
ぱ
よ
れ
ば
、
松
沢
孫
八
は
寛
政

八
年
の
頭
取
就
任
後
、
孫
入
自
身
が
会
所
に
日
勤
し
、
孫
八
が
出
勤
で
き

ぬ
揚
合
は
子
の
宗
次
郎
が
出
勤
し
て
い
た
。
三
井
家
で
は
、
頭
取
で
あ
る

八
郎
右
衛
門
は
京
住
居
が
幕
府
か
ら
認
め
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
店
支
配
人

が
頭
取
名
代
を
つ
と
め
て
い
た
。
寛
政
九
年
の
八
郎
右
衛
門
の
頭
取
就
任

時
に
は
、
江
戸
本
店
の
伊
東
利
助
・
小
林
和
十
郎
・
渡
辺
文
五
郎
の
三
名

が
八
郎
右
衛
門
名
代
と
し
て
頭
取
の
業
務
を
行
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、

享
和
四
年
に
は
、
小
林
和
十
郎
・
加
納
庄
兵
衛
の
両
名
が
頭
取
名
代
と
し

て
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
以
後
、
幕
末
ま
で
三
井
家
で
は
頭
取
名
代
は
二
名

で
あ
っ
た
。

　
次
に
頭
取
家
の
奉
公
人
で
会
所
に
出
勤
し
た
者
に
は
、
三
井
家
の
頭
取

名
代
を
除
い
て
、
頭
取
代
（
ま
た
は
頭
取
下
代
）
が
あ
っ
た
、
こ
れ
は
両

頭
取
家
の
奉
公
人
の
う
ち
二
名
程
度
つ
つ
で
、
寛
政
八
年
、
松
沢
氏
の
頭

取
就
任
時
は
松
沢
家
奉
公
人
よ
り
二
名
が
下
役
と
し
て
出
勤
し
て
い
た
。

三
井
家
で
は
寛
政
九
年
の
頭
取
拝
命
時
は
、
加
納
庄
兵
衛
・
和
田
七
右
衛

門
の
両
名
を
下
役
と
し
た
。

　
頭
取
は
、
会
所
の
取
締
り
を
行
な
い
、
会
所
に
お
け
る
金
銀
出
納
を
取

扱
い
、
頭
取
下
代
は
、
会
所
勘
定
場
に
出
勤
し
、
頭
取
の
監
督
下
で
会
所

の
経
理
を
担
当
し
、
産
物
代
金
の
請
取
な
ど
を
行
な
っ
て
い
た
。
な
お
、

12
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文
化
五
年
、
頭
取
下
代
は
勘
定
場
世
話
役
と
改
称
し
て
い
る
。

　
頭
取
家
の
奉
公
人
で
は
な
く
、
会
所
に
勤
務
し
て
い
た
者
は
番
人
や
雑

用
を
行
う
者
な
ど
多
く
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
主
要
な
者
は
、
会
所
世
話

役
で
あ
っ
た
。

　
世
話
役
は
文
化
五
年
に
物
書
世
話
役
と
改
称
さ
れ
、
世
話
役
肝
煎
の
監

督
を
受
け
た
が
、
彼
ら
は
金
銀
出
納
を
除
く
会
所
の
諸
業
務
を
担
当
し
て

　
　
ゆ
　

い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

　
三
井
文
庫
所
蔵
「
島
方
会
所
定
書
」
の
中
の
嘉
永
二
年
四
月
の
「
覚
」

に
は
、
　
「
会
所
世
話
役
之
儀
、
起
立
よ
り
産
物
取
扱
其
役
二
而
御
結
合
引

後
泊
番
い
た
し
」
と
あ
り
、
ま
た
「
会
所
世
話
役
共
義
者
産
物
取
扱
方
其

役
二
付
、
撰
方
立
合
、
目
方
掛
改
等
入
念
候
得
者
不
及
申
、
惣
而
御
納
屋

向
取
締
方
相
心
得
候
筈
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
会
所
世
話
役
は
、

島
産
物
取
扱
い
、
島
方
へ
の
諸
品
取
扱
い
を
仕
事
と
し
、
納
屋
、
す
な
わ

ち
産
物
倉
庫
の
管
理
を
し
、
泊
番
な
ど
会
所
の
管
理
を
行
な
っ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
会
所
世
話
役
と
し
て
は
文
化
元
年
正
月
に
は
清

蔵
・
勘
七
・
久
兵
衛
・
庄
次
郎
の
四
名
が
い
た
。
庄
次
郎
は
、
島
宿
の
伊

勢
屋
庄
次
郎
で
あ
ろ
う
。

　
会
所
の
業
務
の
分
掌
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
如
く
勘
定
場
世
話
役
、
物

書
世
話
役
が
あ
り
、
世
話
役
肝
煎
が
両
者
を
統
轄
し
て
い
た
。
　
「
島
方
会

所
定
書
」
の
天
保
三
年
三
月
の
「
申
渡
」
に
は
、
世
話
役
の
者
の
肩
書
に

「
勘
定
場
」
、
「
書
物
所
（
ま
た
は
書
物
方
）
」
、
「
御
捌
所
」
と
あ
り
、
世
話

役
の
業
務
の
分
担
が
記
さ
れ
て
い
る
。
勘
定
場
は
会
所
の
金
銀
の
出
納
を

取
扱
い
、
書
物
所
は
島
産
物
、
島
方
購
入
品
の
取
扱
い
、
御
捌
所
は
会
所

が
買
い
上
げ
た
島
産
物
の
販
売
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
　
「
島
方
会
所
定
書
」
の
嘉
永
二
年
四
月
の
「
覚
」
に
は
、
　
「
書

物
方
と
唱
候
義
者
其
意
を
失
ひ
不
宜
候
間
、
已
後
字
産
物
方
と
唱
候
様
申

へ
く
候
事
」
と
あ
り
、
書
物
方
が
産
物
方
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

天
保
九
年
の
三
井
家
の
島
方
諸
入
用
の
帳
面
に
は
、
「
本
町
御
捌
所
」
．
「
御

会
所
御
捌
所
」
・
「
神
田
柳
原
御
薪
置
揚
」
と
あ
り
、
御
捌
所
が
鉄
砲
洲
十

軒
町
の
会
所
と
、
本
町
に
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
神
田
柳
原
に
薪
置
場
が

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

五

　
島
方
会
所
の
取
引
方
法
運
営
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
で
も
ほ
と
ん

ど
明
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
三
井
文
庫
蔵
「
島
方
会
所
定

書
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
会
所
の
取
引
方
法
、
運
営
に
つ
い
て
若
干
の
考
察

　
　
　
　
　
れ
り

を
加
え
よ
う
。

　
会
所
は
毎
年
正
月
九
日
よ
り
始
ま
り
、
頭
取
・
世
話
役
ら
会
所
へ
の
出

勤
者
は
朝
四
ツ
時
（
午
前
十
時
ご
ろ
）
か
ら
夕
七
ツ
時
（
午
後
四
時
ご
ろ
）

ま
で
会
所
に
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
島
々
か
ら
の
廻
船
が
江
戸
に
到
着
す
る
と
、
島
方
の
者
は
す
べ
て
島
宿

の
伊
勢
屋
庄
次
郎
方
へ
入
り
、
船
頭
は
荷
の
送
状
を
も
っ
て
庄
次
郎
と
共

に
会
所
へ
出
役
し
て
い
る
役
人
に
到
着
を
届
け
出
た
。
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荷
の
う
ち
薪
・
直
竹
は
神
田
柳
原
町
の
薪
置
場
へ
荷
揚
し
、
他
の
荷
は

艀
下
に
よ
っ
て
会
所
に
荷
揚
し
た
。
会
所
に
荷
揚
さ
れ
た
島
産
物
は
会
所

の
世
話
役
と
船
方
の
者
が
荷
と
送
状
と
を
引
き
合
わ
せ
、
送
状
に
洩
れ
て

い
る
品
が
な
い
か
を
取
り
調
べ
た
。

　
荷
の
調
査
が
す
む
と
直
ち
に
町
々
に
入
札
の
触
を
行
な
っ
た
。
入
札
は

問
屋
．
仲
買
な
ど
の
差
別
は
一
切
行
な
わ
な
い
原
則
で
あ
っ
た
が
、
会
所

設
立
以
来
入
札
し
て
い
る
問
屋
な
ど
の
仲
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仲
間
行
事

へ
町
触
と
は
別
に
会
所
よ
り
触
状
を
ま
わ
し
た
。

　
開
札
は
、
入
札
の
翌
日
行
な
わ
れ
、
入
札
人
、
島
方
の
者
す
べ
て
の
前

で
発
表
さ
れ
、
落
札
人
は
原
則
と
し
て
代
金
と
引
換
え
で
品
物
を
引
き
取

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
落
札
代
金
の
上
納
日
限
は
十
目
と
定
め
ら
れ
、

そ
の
間
に
代
金
を
支
払
い
品
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
落
札
人

は
そ
の
十
日
の
う
ち
に
内
金
を
会
所
に
納
め
、
残
金
は
後
日
納
入
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
落
札
後
二
、
三
十
日
、
中
に
は
二
、
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

ケ
月
後
に
な
っ
て
上
納
し
終
わ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
会
所
に

落
札
代
金
が
す
べ
て
納
入
さ
れ
る
ま
で
待
っ
て
い
た
の
で
は
島
方
の
者
は

い
つ
帰
島
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
会
所
で
は
落
札
値
段
が
わ
か
る

と
、
頭
取
が
そ
の
代
金
を
立
替
え
、
島
方
の
者
が
長
期
間
江
戸
に
逗
留
し

て
費
用
が
か
さ
む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
買
受
人
が
無
か
っ

た
り
、
落
札
値
段
が
特
に
安
い
場
合
は
、
他
の
品
物
の
落
札
値
段
を
勘
案

し
て
値
段
を
定
め
、
会
所
が
代
金
を
立
替
え
て
そ
れ
ら
の
品
を
引
き
取
っ

た
。
そ
の
会
所
引
き
取
り
の
品
々
は
引
き
取
り
値
段
に
幾
分
の
割
増
を
し

て
捌
値
段
を
定
め
、
捌
所
で
販
売
し
た
。

　
島
の
産
物
の
う
ち
、
干
魚
・
鰹
節
と
入
丈
反
物
に
つ
い
て
は
特
別
な
取

扱
い
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　
島
方
会
所
設
立
以
前
、
島
方
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
江
戸
の
干

魚
鰹
節
売
捌
問
屋
た
ち
は
、
会
所
設
立
に
よ
っ
て
大
き
な
打
撃
を
う
け
、

宮
本
又
次
氏
の
研
究
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
数
回
に
わ
た
り
三
河

口
太
忠
役
所
へ
歎
願
書
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
売
捌
高
の
五
分
を

従
来
の
問
屋
で
買
請
け
る
権
利
を
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
干
魚
や
鰹
節
が
会

所
に
荷
揚
さ
れ
た
際
の
撰
方
を
す
る
手
当
と
し
て
、
従
来
の
口
銭
の
半
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

を
会
所
よ
り
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
干
魚
に
つ
い
て
は

正
月
か
ら
三
月
、
九
月
か
ら
十
二
月
は
十
日
、
四
、
五
月
は
七
日
、
六
月

か
ら
八
月
の
間
は
三
日
、
鰹
節
は
正
月
か
ら
三
月
ま
で
は
十
五
日
、
四
月

か
ら
八
月
ま
で
は
十
日
、
九
月
か
ら
十
二
月
ま
で
は
会
所
が
見
斗
い
で
定

め
た
日
数
の
間
に
落
札
人
が
品
を
引
き
取
る
こ
と
と
さ
れ
、
そ
の
引
き
取

り
の
日
限
を
過
ぎ
た
も
の
は
、
干
魚
鰹
節
売
捌
問
屋
の
行
事
が
引
き
取
っ

て
、
代
金
を
納
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
干
魚
類
に
つ
い

て
は
、
問
屋
仲
間
が
落
札
し
た
場
合
の
代
金
納
入
の
銭
相
揚
は
問
屋
行
事

が
会
所
へ
書
き
出
し
た
河
岸
相
場
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
河

岸
相
場
は
如
何
な
る
も
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
干
魚
類
を
問
屋
仲
間
外

の
素
人
が
落
札
し
た
場
合
の
銭
相
場
は
両
替
時
相
場
、
す
な
わ
ち
｝
般
に

使
用
さ
れ
る
両
替
屋
の
相
場
に
よ
る
こ
と
に
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

干
魚
鰹
節
問
屋
仲
間
だ
け
が
特
別
に
仲
間
で
書
き
上
げ
た
銭
相
場
を
用
い
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て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
問
屋
側
に
有
利
な
銭
相
場
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

　
八
丈
反
物
に
つ
い
て
は
、
八
丈
島
の
御
用
船
が
江
戸
に
到
着
す
る
と
直

ち
に
幕
府
へ
年
貢
と
し
て
上
納
さ
れ
る
「
御
用
反
物
」
が
別
に
さ
れ
、
そ

の
残
り
の
「
売
反
物
」
の
う
ち
一
部
が
「
除
ケ
反
物
」
と
し
て
会
所
頭
取

に
ま
わ
さ
れ
、
残
り
の
反
物
が
一
般
の
入
札
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。

　
島
方
の
諸
生
活
物
資
の
買
入
れ
は
、
島
方
の
買
入
れ
希
望
を
会
所
出
役

の
幕
府
役
人
が
吟
味
し
、
島
に
と
っ
て
不
必
要
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
購

入
品
か
ら
除
か
れ
た
。
買
入
れ
と
決
ま
っ
た
品
々
は
、
会
所
が
こ
れ
を
購

入
し
た
が
、
穀
物
や
金
額
の
高
い
も
の
は
指
定
の
穀
物
屋
な
ど
か
ら
見
積

書
を
出
さ
せ
、
値
段
を
吟
味
し
て
購
入
し
て
い
る
。
見
積
値
段
が
以
前
の

値
段
や
、
当
時
の
相
場
と
比
較
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
揚
合

は
他
の
穀
物
屋
な
ど
に
入
札
触
を
し
、
入
札
の
上
で
値
段
を
決
定
し
た
。

ま
た
見
積
値
段
が
不
適
当
な
指
定
業
者
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
指
定
を
取

り
消
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
島
方
の
者
は
、
産
物
を
荷
揚
し
、
入
札
に
よ
っ
て
売
捌
か
れ
、
会
所
よ

り
穀
物
な
ど
の
島
方
買
入
れ
物
品
を
受
け
取
る
と
直
ち
に
出
帆
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
　
「
島
方
会
所
定
書
」
に
よ
れ
ば
、
大
島
・
利
島
は
売
捌

当
日
よ
り
五
日
以
内
、
新
島
・
神
津
島
・
三
宅
島
は
七
日
以
内
、
御
蔵
島

は
十
五
日
以
内
に
出
帆
す
る
定
め
で
あ
っ
た
。
入
丈
島
は
御
用
船
で
あ
る

こ
と
に
よ
り
、
と
く
に
日
限
は
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
島
の
産
物
を
入
札
に
よ
っ
て
売
り
捌
い
た
代
金
、
会
所
で
引
き
取
っ
た

品
々
の
立
替
代
金
、
会
所
が
支
払
っ
た
島
方
購
入
物
品
の
代
金
は
、
月
番

の
頭
取
の
監
督
下
、
会
所
の
勘
定
場
で
処
理
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　

　
寛
政
八
年
四
月
の
三
河
口
太
忠
役
所
の
「
申
渡
」
で
は
、
産
物
売
捌
代

金
か
ら
島
方
買
入
物
品
の
代
金
を
差
し
引
い
て
、
仕
切
残
金
が
あ
る
揚
合

は
、
正
金
で
島
方
に
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
寛
政
十
年
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

の
三
河
口
太
忠
役
所
の
「
申
渡
」
に
は
、
御
蔵
島
に
つ
い
て
「
黄
楊
木
代

金
を
以
、
米
穀
其
外
買
入
候
残
金
之
内
、
船
修
覆
料
等
見
込
、
金
三
百
両

を
除
金
い
た
し
、
其
金
ハ
貸
付
利
倍
い
た
し
、
元
金
五
百
両
二
も
相
成
候

ハ
ン
、
貸
付
二
致
候
積
り
」
と
あ
り
、
仕
切
残
金
は
全
額
会
所
預
り
と
な

り
、
利
倍
貸
付
へ
ま
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
御
蔵
島
は
、
飢
饅

の
際
、
近
く
の
島
か
ら
米
穀
を
買
入
れ
る
資
金
が
無
い
か
ら
、
残
金
は
島

方
へ
渡
す
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
し
ば
し
ば
求
め
て
い
る
が
、
幕
府
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

れ
を
許
可
し
な
か
っ
た
。

　
ま
た
、
寛
政
十
年
正
月
の
「
申
渡
」
で
は
、
新
島
若
郷
村
は
永
六
貫
百

四
十
四
文
余
、
神
津
島
は
永
三
貫
十
三
文
余
、
利
島
は
永
二
貫
二
十
八
文

余
、
三
宅
島
五
丁
村
は
永
四
貫
七
百
十
七
文
余
を
、
寛
政
九
年
か
ら
二
十

ケ
年
間
、
年
々
会
所
で
産
物
売
捌
代
金
よ
り
取
り
立
て
て
、
積
金
と
し
、

貸
付
利
倍
に
ま
わ
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
新
島
若
郷
村
以

下
の
島
々
の
産
物
売
捌
代
金
一
両
に
つ
き
銀
五
分
ず
つ
を
寛
政
九
年
よ
り

十
ケ
年
間
、
会
所
に
積
立
て
さ
せ
、
こ
れ
も
貸
付
利
倍
さ
せ
て
い
る
。
こ

の
ほ
か
八
丈
島
の
高
橋
長
左
衛
門
の
檸
政
次
郎
か
ら
金
二
百
両
が
会
所
に
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預
け
ら
れ
、
右
同
様
に
貸
付
利
倍
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
島
方
の
困

窮
に
備
え
て
会
所
が
強
制
的
に
積
金
さ
せ
て
利
殖
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。

貸
付
は
会
所
頭
取
が
行
な
う
こ
と
で
あ
る
が
、
島
々
の
積
金
は
貧
し
い
島

民
が
少
し
ず
つ
積
み
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
万
一
貸
付
金
が
回
収
で
き
な

く
な
っ
て
は
島
方
が
困
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
、
会
所
頭
取
方
で
も

武
家
な
ど
へ
の
貸
付
け
を
避
け
、
利
息
は
少
な
く
て
も
、
元
金
回
収
の
確

実
な
者
へ
貸
付
け
る
こ
と
に
し
て
い
た
。

　
そ
の
後
文
化
八
年
に
幕
府
は
金
二
千
五
百
両
を
会
所
に
与
え
て
い
る
。

幕
府
は
、
幕
府
に
と
っ
て
重
要
な
機
関
の
一
つ
で
あ
る
銀
座
が
困
窮
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

も
援
助
金
を
与
え
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銀

座
ほ
ど
重
要
と
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
島
方
会
所
に
多
額
の
援

助
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
島
方
救
済
機
関
と
し
て
の
会
所
の
意
義
を
十

分
認
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

　
三
井
家
の
「
島
方
勘
定
之
調
」
に
よ
る
と
、
文
化
十
二
年
に
は
、
会
所

出
役
の
嶋
掛
り
勘
定
か
ら
、
近
年
会
所
預
り
の
島
々
の
積
金
が
増
え
て
き

た
の
で
、
頭
取
方
が
預
か
っ
て
利
倍
す
る
よ
う
に
と
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

頭
取
方
は
、
一
た
ん
こ
れ
を
断
わ
っ
て
い
る
が
、
結
局
実
施
さ
れ
、
こ
の

年
、
金
千
三
百
二
十
二
両
二
分
余
が
頭
取
三
井
家
、
松
沢
氏
に
半
分
ず
つ

預
け
ら
れ
た
。
こ
の
預
り
金
に
つ
い
て
、
年
三
分
の
冥
加
金
を
幕
府
に
上

納
し
、
年
七
分
は
預
り
の
利
金
と
し
て
会
所
に
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
こ
の
七
分
の
利
金
は
、
「
小
前
之
も
の
共
骨
折
少
々
宛
積
立
金
故
、

年
七
分
之
利
足
二
而
預
り
候
様
被
仰
付
候
」
と
さ
れ
、
島
方
救
済
の
手
段

と
し
て
一
般
よ
り
高
利
を
幕
府
が
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
冥
加
金
は
、
産
物
売
捌
代
金
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
頭
取
に
よ
る
会
所
積
金
の
貸
付
利
倍
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
幕
府
が
会
所
頭
取
か
ら
冥
加
金
を
上
納
さ
せ
た
こ
と
を
と

ら
え
て
、
会
所
の
目
的
が
島
方
救
済
か
ら
運
上
・
冥
加
を
目
的
と
す
る
営

利
に
転
換
し
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
幕
府
に
と
っ
て
は
、

島
方
救
済
と
、
頭
取
の
貸
付
利
倍
に
対
す
る
冥
加
金
賦
課
と
い
う
一
石
二

鳥
の
策
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
島
産
物
の
仕
切
残
金
の
会
所
預
り
の
ほ
か
に
、
会
所
は
産
物
売
捌
代
金

か
ら
販
売
手
数
料
と
し
て
の
口
銭
を
徴
収
し
て
い
た
。
こ
の
割
合
は
寛
政

九
年
に
は
八
丈
反
物
の
場
合
、
一
反
に
つ
い
て
落
札
値
段
の
四
分
（
四
％
）

　
　
　
　
の
　

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
安
政
二
年
、
八
丈
島
の
高
村
三
右
衛
門
が
出
府
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
、
会
所
で
写
し
取
っ
た
八
丈
島
産
物
の
「
口
銭
諸
懸
り
定
法
」
に
よ
れ

ば
口
銭
五
分
、
運
賃
五
分
、
積
金
一
分
五
厘
、
艀
下
二
分
、
合
せ
て
一
割

三
分
五
厘
で
あ
っ
た
。

　
寛
政
九
年
の
八
丈
反
物
の
口
銭
四
分
は
、
二
分
が
会
所
の
諸
入
用
と
産

物
代
金
の
会
所
立
替
準
備
金
、
島
方
救
済
準
備
の
た
め
の
積
金
に
ま
わ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

れ
、
残
り
二
分
は
会
所
頭
取
両
氏
に
一
分
ず
つ
配
分
さ
れ
た
。
頭
取
に
口

銭
を
配
分
し
た
の
は
、
会
所
設
立
後
数
年
間
、
立
替
準
備
金
な
ど
会
所
の

経
費
を
頭
取
方
が
出
金
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
手
当
金
と
し
て
支
給
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
寛
政
・
享
和
期
に
三
井
家
が
受
け
取
っ
た
口
銭
は
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間
、
銀
十
二
貫
目
程
度
で
あ
っ
た
。
三
井
家
の
受
取
分
は
口
銭
の
四
分
の
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一
で
あ
る
か
ら
、
口
銭
の
総
額
は
銀
四
十
八
貫
目
（
金
に
し
て
八
百
両
）

程
度
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
口
銭
は
、
会
所
設
立
八
年
後
の
享
和
三
年
、
会
所
の
備
金
も
出
来
て
き

た
の
で
こ
の
上
頭
取
方
が
会
所
に
出
金
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
い

う
理
由
で
頭
取
方
へ
の
配
分
を
や
め
、
口
銭
は
す
べ
て
会
所
備
金
へ
ま
わ

さ
れ
、
頭
取
に
は
手
当
金
と
し
て
、
年
に
金
百
両
ず
つ
を
会
所
よ
り
支
給

し
、
そ
の
金
で
会
所
へ
出
勤
し
て
い
る
頭
取
家
奉
公
人
の
給
金
な
ど
を
賄

う
よ
う
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
今
後
、
頭
取
方
が
会
所
に
差
出
金

す
る
時
は
、
金
千
五
百
両
ま
で
は
年
一
割
の
利
金
を
与
え
、
金
千
五
百
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

以
上
の
分
は
無
利
息
と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
先
述
の
如
く
文
化
八
年

三
月
に
至
り
幕
府
は
浅
草
御
蔵
銭
の
内
、
鍵
銭
一
万
七
千
二
百
五
十
貫
文

（
当
時
、
金
一
両
1
1
鍵
六
貫
九
百
文
替
で
あ
っ
た
か
ら
金
に
し
て
二
千
五

百
両
分
）
を
会
所
へ
援
助
し
、
そ
の
う
ち
五
百
両
分
は
会
所
積
金
、
二
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
分
は
両
頭
取
家
の
会
所
差
出
金
二
千
両
の
精
算
に
ま
わ
さ
れ
て
、
こ
の

後
、
頭
取
方
へ
会
所
差
出
金
利
金
は
支
払
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
年

々
金
百
両
ず
つ
の
手
当
金
だ
け
が
会
所
頭
取
両
氏
の
収
入
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
頭
取
手
当
金
は
、
文
政
十
二
年
か
ら
金
二
十
両
ず
っ
増
額
さ
れ
、
年
々

金
百
二
十
両
ず
つ
と
な
っ
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
会
所
出
勤
の
自
家
奉

公
人
の
給
金
な
ど
に
支
出
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
天
保
七
年
か
ら
弘
化
四
年
ま
で
の
三
井
家
の
「
島
方
勘
定
調
」
に
よ
れ

ば
、
請
方
（
歳
入
）
は
年
々
手
当
金
百
二
十
両
（
銀
に
し
て
七
貫
二
百
匁
）

で
、
払
方
（
歳
出
）
に
は
、
名
代
二
名
の
役
料
、
下
役
三
名
（
天
保
十
三

「島方勘定調」による手当金の収支

請方1払　方1過不足額
銀1貫175匁3分不足

0．747．3

0．194．4

0．558．5

0．229．2

0．162．0

0．271．8

0，320．8

0．214．0

0．057．0

0．038．4

0．115．0

不足

不足

不足

積

積

積

積

積

積

積

積

銀8貫375匁3分

　　7．　947．3

　　7．394．4

　　7．758．5

　　6．970．8

　　7．038．　0

　　6．928．2

　　6．　879．2

　　6．986．0

　　7．143．0

　　7．161．6

　　7．　085．0

銀7貫200匁

　　7．200

　　7．200

　　7．200

　　7．200

　　7．200

　　7．200

　　7．200

　　7．200

　　7．200

　　7．200

　　7．200

天保7年

畔
鮮
聯
聯
聯
僻
飾

弘化元年

　　2年

　　3年

　　4年

年
の
み
四
名
）
の
勤
仕
料
、
勤
仕
の
者
の
飯
料
、
名
代
両
名
の
弁
当
料
、

雨
具
・
提
灯
な
ど
の
諸
道
具
代
、
供
の
者
の
雇
賃
・
茶
代
、
老
中
・
若
年

寄
へ
の
年
頭
暑
寒
伺
状
の
筆
墨
付
代
・
状
箱
代
、
勘
定
所
同
心
衆
・
中
川

口
番
衆
そ
の
他
役
人
へ
の
諸
進
物
代
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
表
は
天
保
七

年
か
ら
弘
化
四
年
ま
で
の
手
当
金
の
収
支
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ

の
十
二
年
間
の
収
支
は
、
　
「
不
足
」
が
四
年
間
で
銀
二
貫
六
百
七
十
五
匁
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五
分
、
　
「
積
」
が
八
年
間
で
銀
一
貫
四
百
八
匁
二
分
と
な
り
、
天
保
七
年

か
ら
十
年
ま
で
の
赤
字
分
は
そ
の
後
八
年
間
の
黒
字
に
よ
っ
て
も
解
消
で

き
ず
、
銀
一
貫
二
百
六
十
七
匁
三
分
の
赤
字
分
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
年
々
の
経
常
収
支
で
あ
っ
て
、
こ
の
他
に
八
郎
右
衛
門
名
前
の
譲
替

な
ど
の
度
毎
に
諸
入
用
が
あ
っ
た
。

　
天
保
九
年
、
八
郎
右
衛
門
名
前
が
新
町
家
第
六
代
三
井
高
満
よ
り
北
家

第
八
代
三
井
高
福
に
譲
替
さ
れ
、
そ
の
御
礼
に
高
福
が
出
府
し
た
時
、
役

人
と
会
所
の
者
へ
の
土
産
代
な
ど
の
諸
入
用
は
、
金
二
十
四
両
三
分
、
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

十
三
匁
五
分
（
銀
に
し
て
約
一
貫
四
百
九
十
入
匁
五
分
）
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
手
当
金
だ
け
で
は
頭
取
家
の
利
益
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

が
、
頭
取
は
会
所
へ
荷
揚
さ
れ
た
八
丈
反
物
の
う
ち
約
三
十
％
の
地
生
縞

が
ら
の
よ
い
上
質
反
物
を
「
頭
取
引
受
之
分
」
と
し
て
入
札
に
付
さ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

購
入
希
望
者
と
相
対
取
引
で
販
売
す
る
特
権
を
持
っ
て
い
た
。

　
呉
服
店
経
営
を
行
な
う
三
井
家
と
し
て
は
、
こ
の
特
権
に
よ
っ
て
手
当

金
の
過
不
足
額
の
多
少
な
ど
問
題
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
利
益
を
上
げ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

山’、

　
島
会
所
は
、
島
問
屋
や
島
方
の
反
対
を
抑
え
て
設
立
さ
れ
、
島
方
と
の

交
易
を
独
占
し
た
が
、
島
民
の
中
に
は
幕
府
の
取
締
り
を
く
ぐ
っ
て
会
所

を
通
さ
ず
に
直
売
買
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
寛
政
十
一
年
七
月
、
文
政
二

年
十
月
、
天
保
二
年
四
月
の
三
回
に
わ
た
り
幕
府
は
会
所
外
で
の
島
方
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

物
交
易
禁
止
を
島
民
や
浦
々
に
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
島
民
や
浦

々
の
者
へ
こ
の
禁
令
が
徹
底
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
会
所

の
交
易
独
占
に
対
す
る
島
民
な
ど
の
不
満
の
表
わ
れ
で
あ
っ
た
と
も
言
え

よ
う
。

　
会
所
に
対
す
る
不
満
は
、
江
戸
の
商
人
側
に
も
あ
っ
た
。
寛
政
十
年
六

月
、
同
月
三
日
の
八
丈
反
物
の
落
札
値
段
が
以
前
の
落
札
値
段
よ
り
低
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
会
所
出
役
の
役
人
衆
が
入
札
し
た
呉
服
屋
一
同
に
島
方

救
済
の
た
め
、
落
札
値
段
に
何
歩
か
の
「
直
増
」
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
呉
服
屋
一
同
は
翌
日
、
精
】
杯
の
値
を
つ
け
て
入
札
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
直
増
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
と
回
答
し
た
事
件
が
お
こ
っ
て
い

　
り
　る

。
こ
の
事
件
の
結
末
が
ど
う
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
事
件
の
背

景
に
は
、
寛
政
改
革
以
来
の
商
業
資
本
に
対
す
る
幕
府
の
統
制
策
へ
の
商

人
側
の
反
発
が
あ
り
、
呉
服
屋
の
利
潤
計
算
を
も
と
に
す
る
入
札
値
段
を

幕
府
が
】
方
的
に
引
き
上
げ
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ど
の
幕
府
の
会
所
運
営

に
対
す
る
島
産
物
取
扱
商
人
の
批
判
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の

直
増
拒
否
の
中
心
人
物
は
田
原
屋
庄
左
衛
門
手
代
と
越
後
屋
手
代
幸
三
郎

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
島
産
物
の
価
格
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
島
方
の
救
済
を
行
な
お
う
と
し
た
幕
府
の
意
図
が
、
会
所
頭
取
で
あ

る
越
後
屋
内
で
さ
え
も
不
徹
底
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
会
所
に
対
す
る
批
判
は
、
そ
の
後
、
会
所
頭
取
で
あ
る
三
井
家
や
、
島

産
物
取
扱
商
人
の
有
力
者
で
あ
る
白
木
屋
に
対
す
る
批
判
と
な
っ
て
表
わ

18
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れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
好
一
氏
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、

「
島
会
所
濫
脇
」
で
批
判
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
要
点
だ
け
記
し
て
お
こ

レ
つ
。

e
、
島
民
の
願
い
に
対
し
て
、
会
所
は
幕
府
の
威
光
を
も
っ
て
抑
え
て
し

ま
い
、
島
民
の
意
志
が
会
所
運
営
に
反
映
さ
れ
な
い
。

口
、
近
年
、
八
丈
反
物
の
落
札
値
段
が
下
落
し
て
い
る
の
は
、
縞
縮
緬
の

流
行
に
よ
っ
て
需
要
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
が
、
会
所
頭
取
方

が
、
会
所
に
荷
揚
さ
れ
る
八
丈
反
物
の
う
ち
約
三
十
％
、
そ
れ
も
地
生
縞

が
ら
の
よ
い
上
反
物
ば
か
り
を
「
除
ケ
反
物
」
と
し
て
独
占
し
、
残
り
七

十
％
の
中
以
下
の
反
物
を
入
札
に
付
し
て
い
る
こ
と
が
落
札
値
段
下
落
の

大
き
な
原
因
で
あ
る
。

日
、
入
丈
反
物
の
落
札
値
段
の
下
落
の
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
三
井
家
や

白
木
屋
彦
太
郎
が
、
入
丈
島
の
有
力
者
で
あ
る
山
下
惣
十
郎
・
高
橋
与
野

右
衛
門
・
奥
山
大
和
な
ど
に
前
金
を
渡
し
て
、
極
上
反
物
を
注
文
し
て
仕

入
れ
る
の
で
、
中
以
下
の
反
物
ば
か
り
が
江
戸
で
取
引
き
さ
れ
、
さ
ら
に

島
方
の
者
が
帰
島
を
急
ぐ
の
を
見
こ
し
て
、
買
い
叩
い
て
い
る
こ
と
に
よ

る
。　

以
上
の
様
に
、
「
島
会
所
濫
膓
」
の
中
で
江
戸
の
商
人
た
ち
は
三
井
家
・

白
木
屋
が
上
質
反
物
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
会
所
運
営
の
不
合

理
性
を
批
判
し
、
改
善
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ

て
会
所
運
営
が
改
善
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

　
島
方
会
所
設
立
時
は
、
問
屋
仲
買
な
ど
の
差
別
は
一
切
な
く
、
素
人
で

も
入
札
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
後
に
は
特
定
の
問
屋
仲
買
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

に
入
札
が
限
ら
れ
て
い
た
。
　
「
諸
問
屋
再
興
調
」
に
は
、
　
「
鉄
炮
洲
於
島

方
会
所
御
払
も
の
の
儀
、
御
勘
定
御
奉
行
衆
よ
り
御
達
有
之
、
先
前
町
触

仕
候
文
言
は
其
品
取
扱
候
問
屋
仲
買
取
極
居
候
は
ゴ
、
其
筋
の
者
罷
出
入

札
可
致
旨
の
但
書
差
加
相
触
申
候
処
、
」
去
る
丑
年
諸
問
屋
組
合
御
停
止
後

右
但
書
相
除
申
候
、
然
る
処
此
度
問
屋
組
合
被
仰
付
、
今
般
御
調
の
上
再

興
相
成
候
分
は
都
て
素
人
直
売
買
不
相
成
候
間
、
前
々
の
如
く
可
相
心
得

旨
、
去
亥
十
二
月
御
触
渡
御
座
候
」
と
あ
り
、
天
保
の
株
仲
間
解
散
の
対

象
に
な
る
問
屋
仲
買
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
問
屋

仲
買
な
ど
特
定
の
者
だ
け
が
入
札
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
不
明
で
あ

る
が
、
宮
本
又
次
氏
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
天
保
十
】
年
の
大
島
撰
方
株
式

の
譲
渡
証
文
に
は
「
年
来
所
持
之
株
式
」
と
の
文
言
が
あ
り
、
以
前
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
札
が
株
仲
間
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
き
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
島
方
会
所
は
、
幕
府
の
専
売
機
関
で
あ
り
、
幕
府
滅
亡
と
と
も
に
廃
止

さ
れ
た
。
明
治
新
政
府
は
、
大
島
屋
次
郎
右
衛
門
・
大
島
屋
栄
蔵
を
島
産

物
売
捌
人
と
し
、
八
丈
反
物
や
薪
炭
の
取
扱
い
を
さ
せ
て
い
た
が
、
明
治

二
年
十
一
月
、
旧
会
所
頭
取
三
井
家
に
対
し
て
伊
豆
七
島
の
産
物
御
用
の

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
れ
　

一
手
取
扱
い
を
命
じ
た
。

　
島
産
物
御
用
取
扱
い
に
つ
い
て
三
井
家
か
ら
、
そ
の
取
扱
い
の
見
込
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
書
に
よ
れ
ば
、
島
産
物
取
扱
い
の
仕
法

は
旧
島
方
会
所
の
仕
法
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
左
に
上
書
の
要
点
を
上
げ

て
お
く
。
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O
、
島
産
物
は
会
所
で
世
話
役
・
撰
方
人
・
荷
主
惣
代
・
船
頭
・
名
主
が

立
会
い
、
荷
物
の
大
小
、
新
古
め
位
付
け
、
貫
目
掛
改
を
行
な
い
、
入
札

に
よ
っ
て
値
段
を
定
め
る
。

⇔
、
落
札
値
段
が
低
く
荷
主
方
が
不
服
で
あ
る
時
は
何
度
で
も
再
入
札
を

行
な
い
、
そ
れ
で
も
相
場
以
下
で
あ
れ
ば
、
荷
は
会
所
が
引
き
取
り
、
会

所
が
歩
増
し
て
島
方
へ
仕
切
金
を
渡
す
。
会
所
へ
引
き
取
っ
た
荷
は
捌
所

で
販
売
す
る
。
入
札
に
つ
い
て
は
「
商
社
」
へ
も
触
れ
を
行
な
う
。

⇔
、
金
銀
出
納
の
う
ち
、
島
方
仕
切
金
な
ど
の
定
式
分
は
三
井
家
の
「
手

限
り
」
で
行
な
い
、
島
方
の
拝
借
金
願
は
政
府
の
指
示
を
受
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

㈲
、
産
物
売
捌
代
金
の
内
か
ら
冥
加
金
・
口
銭
を
徴
収
す
る
。
冥
加
金
は

年
に
金
千
八
、
九
百
両
程
で
、
一
年
毎
に
ま
と
め
て
政
府
に
上
納
す
る
。

口
銭
は
諸
産
物
撰
方
行
事
へ
渡
す
歩
金
を
除
き
、
残
り
の
約
七
十
％
は
会

所
出
勤
者
へ
の
給
与
、
会
所
の
経
費
に
あ
て
、
約
三
十
％
は
積
金
と
し
、

適
当
な
額
に
な
っ
た
ら
上
納
す
る
。

㈲
、
産
物
取
扱
い
、
金
銀
出
納
が
繁
雑
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
島
民

が
安
心
し
て
「
山
海
業
事
」
に
励
み
、
産
物
を
盛
ん
に
出
荷
す
る
よ
う
に

す
る
た
め
で
、
こ
れ
は
政
府
に
と
っ
て
も
「
御
益
筋
」
で
あ
る
。

㈹
、
旧
島
方
会
所
が
産
物
取
扱
い
に
適
当
な
場
所
で
あ
る
の
で
、
旧
会
所

の
見
張
所
を
拝
借
し
た
い
。

　
こ
の
上
書
に
記
さ
れ
て
い
る
島
産
物
取
扱
い
の
仕
法
の
う
ち
、
産
物
売

捌
代
金
か
ら
冥
加
金
・
口
銭
を
上
納
す
る
こ
と
は
江
戸
時
代
に
は
行
な
わ

れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
他
は
旧
会
所
の
仕
法
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
こ
の

上
書
に
対
し
て
政
府
は
、
口
銭
の
「
溜
り
金
」
は
年
二
回
、
盆
・
暮
に
通

商
司
に
上
納
す
る
こ
と
、
会
所
の
金
銀
出
納
勘
定
書
を
毎
月
官
員
に
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
こ
と
な
ど
の
条
件
を
つ
け
て
三
井
家
が
書
き
上
げ
た
仕
法
を
認
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

同
年
十
二
月
、
旧
会
所
の
世
話
役
を
改
め
て
石
抱
え
、
産
物
取
扱
い
を
開

始
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
幕
府
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
島
方
会
所
が
大
き
な
仕
法

の
変
更
も
な
く
明
治
新
政
府
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
治
新
政

府
が
旧
幕
府
の
制
度
を
む
や
み
に
改
め
ず
に
受
け
継
い
だ
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

　
三
井
家
が
、
こ
の
島
産
物
取
扱
方
を
一
手
に
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

初
年
の
東
征
軍
費
と
し
て
の
会
計
基
立
金
三
百
万
両
へ
の
大
口
の
協
力
な

ど
、
明
治
新
政
府
の
財
政
に
重
要
な
貢
献
を
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
明
治
二
年
十
一
月
に
伊
豆
七
島
産
物
御
用
取
扱
を
命
ぜ
ら
れ

る
以
前
に
も
、
新
政
府
よ
り
、
金
穀
出
納
所
御
用
・
会
計
事
務
局
官
金
為

替
方
御
用
・
外
国
人
貿
易
商
社
取
締
総
頭
取
・
東
京
会
計
官
為
替
方
頭

取
・
東
京
通
商
司
貿
易
商
社
頭
取
・
為
替
会
社
総
頭
取
な
ど
を
命
ぜ
ら
れ

　
　
　
の
　

て
お
り
、
新
政
府
と
三
井
家
は
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
三
井
家
の
伊
豆
七
島
産
物
取
扱
御
用
は
長
く
は
行
な
わ

れ
て
い
な
い
。
明
治
十
四
年
三
月
に
は
近
藤
孝
行
ら
に
よ
っ
て
「
芝
区
伊

豆
七
島
物
産
会
社
」
が
開
業
さ
れ
、
大
島
・
八
丈
島
に
支
店
を
置
い
て
諸

島
物
産
売
買
を
行
な
い
、
物
産
蕃
殖
の
た
め
の
資
金
貸
与
が
行
な
わ
れ
て

　
　
　
　

お
り
、
こ
れ
以
前
に
三
井
家
は
伊
豆
七
島
物
産
取
扱
を
中
止
し
て
い
る
こ
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と
が
知
ら
れ
る
。七

　
江
戸
時
代
後
半
期
、
幕
府
は
銅
座
・
鉄
座
・
真
鋳
座
・
朱
座
・
人
参
座
・

竜
脳
座
・
明
磐
会
所
・
石
灰
会
所
・
八
丈
島
荷
物
会
所
な
ど
の
専
売
機
関

を
設
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
産
物
を
独
占
的
に
販
売
さ
せ
た
。
ま
た
、
多
く

の
藩
に
お
い
て
、
藩
財
政
再
建
を
目
的
と
す
る
産
物
会
所
な
ど
の
専
売
機

関
設
立
が
な
さ
れ
、
領
内
で
生
産
さ
れ
た
特
産
物
1
1
国
産
を
独
占
的
に
販

売
し
た
。

　
本
稿
で
述
べ
て
き
た
伊
豆
七
島
嶋
方
会
所
は
、
寛
政
八
年
、
幕
府
が
伊

豆
諸
島
々
民
の
困
窮
を
救
済
す
る
目
的
で
設
立
し
た
専
売
機
関
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
、
島
問
屋
に
よ
る
島
産
物
の
独
占
1
1
利
益
の
独
占
を
排
除
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
津
田
秀
夫
氏
が
「
江
戸
時
代
の
三
大
改
革
」
で
述

　
　
　
ぬ
　

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
問
屋
仲
買
な
ど
の
商
業
資
本
の
利
益
独
占
を
制

限
し
、
商
品
経
済
の
発
展
を
幕
府
が
支
配
統
制
し
よ
う
と
し
た
寛
政
改
革

期
の
経
済
政
策
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
寛
政
期
の
重
点
政
策
で
あ
る
物
価
政
策
と
の
関
連
は
島
方
会

所
か
ら
は
見
出
せ
な
い
。
会
所
設
立
の
目
的
は
「
困
窮
為
御
救
、
産
物
直

段
引
上
ケ
候
様
と
の
御
趣
意
」
と
あ
り
、
島
産
物
値
段
の
引
き
上
げ
に
よ

っ
て
島
民
の
収
入
を
増
加
さ
せ
、
島
方
の
困
窮
を
救
済
す
る
こ
と
が
会
所

の
目
的
で
あ
っ
た
。
先
述
の
寛
政
十
年
六
月
の
八
丈
反
物
直
増
も
こ
の
目

的
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
会
所
設
立
は
、
当
時
の
幕
府
の

物
価
政
策
で
あ
る
米
価
の
安
定
、
諸
物
価
引
下
げ
と
は
相
反
す
る
政
策
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
会
所
設
立
の
目
的
が
島
方
救
済
に
あ
っ
た
こ
と
を

如
実
に
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
幕
府
の
専
売
政
策
に
つ
い
て
は
従
来
、
運
上
・
冥
加
徴
収
を
目
的
と
し

た
と
述
べ
ら
れ
て
き
た
が
、
島
方
会
所
の
如
く
救
仙
を
目
的
と
す
る
も
の

も
あ
り
、
他
の
専
売
機
関
に
つ
い
て
も
、
幕
府
の
流
通
政
策
、
商
業
統
制

策
と
の
関
連
を
十
分
考
慮
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
島
方
会
所
の
設
立
は
先
述
の
如
く
救
畑
政
策
で
あ
っ
た
が
、
反

面
、
島
民
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
運
営
は
「
島
会
所
濫
膓
」
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
部
の
商
人
の
利
潤
追
求
な
ど
に
よ
っ
て
徐

々
に
島
民
の
救
仙
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
認
め
ね
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
三
井
家
に
と
っ
て
島
方
会
所
頭
取
に
就
任
し
た
こ
と
は
、
頭

取
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
入
用
が
か
さ
む
な
ど
の
損
失
も
あ
っ
た
が
、

八
丈
反
物
仕
入
れ
に
お
け
る
有
利
さ
な
ど
を
考
え
る
と
、
会
所
頭
取
就
任

は
三
井
家
に
多
大
の
利
益
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
頭
取
就
任
に
消
極
的
で
あ
っ
た
三
井
家
が
、
明
治
維
新
後
、
会
所
を

｝
手
に
引
き
受
け
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

註

（
1
）
　
経
済
史
研
究
十
八
－
五
（
昭
和
十
二
年
）
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（
2
）
　
経
済
史
研
究
二
十
二
i
六
（
昭
和
十
四
年
）

（
3
）
　
「
江
戸
地
廻
り
経
済
の
展
開
」
　
一
九
六
～
二
〇
六
頁

（
4
）
　
「
伊
豆
諸
島
の
産
物
」
（
日
本
産
業
史
大
系
4
、
関
東
地
方
編
所
収
）

（
5
）
　
「
日
本
庶
民
史
料
集
成
」
1
所
収

（
6
）
　
「
改
訂
史
籍
集
覧
」
第
十
七
所
収

（
7
）
　
「
御
当
家
令
条
」
二
四
四
号

（
8
）
　
こ
の
こ
と
は
、
享
保
の
改
革
の
産
業
開
発
策
の
｝
つ
で
あ
り
、
伊
豆
諸
島
に

　
　
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

（
9
）
　
宮
本
又
次
「
伊
豆
七
島
嶋
会
所
」

（
1
0
）
　
伊
藤
好
一
前
掲
書
一
九
六
～
一
九
入
頁
参
照

（
1
1
）
　
「
八
丈
島
小
島
青
ケ
島
年
代
記
」

（
1
2
）
　
「
八
丈
実
記
」
第
一
巻
四
五
九
頁

（
1
3
）
　
「
御
府
内
備
考
」
巻
之
十
四
、
浅
草
之
二
（
大
日
本
地
誌
大
系
第
一
巻
二
七

　
　
一
頁
）

（
1
4
）
　
伊
藤
好
一
前
掲
書
一
九
入
～
一
九
九
頁
参
照

（
1
5
）
　
小
川
国
治
「
近
世
輪
出
海
産
物
（
俵
物
）
独
占
集
荷
機
構
の
崩
壊
過
程
」

　
　
（
歴
史
学
研
究
三
八
〇
号
）

（　　（
22　21
）　　）

（　　（　　（　　（　　（
20　19　18　17　16
）　　）　　）　　）　　）

伊
藤
好
一
前
掲
書
一
九
八
～
一
九
九
頁

辻
善
之
助
「
田
沼
時
代
」
二
五
三
頁

「
嶋
方
来
状
井
勘
定
刺
」
（
三
井
文
庫
蔵
三
井
家
記
録
文
書
、

宮
本
又
次
「
再
び
伊
豆
七
島
嶋
会
所
に
就
き
て
」

「
入
丈
実
記
」
第
一
巻
四
六
〇
～
四
六
四
頁

「
御
触
書
天
保
集
成
」
六
二
八
九
号

「
八
丈
実
記
」

別
五
四
二
）

へ
2
3
）
　
「
伊
豆
七
島
嶋
会
所
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噂

（
2
4
）
　
伊
藤
好
一
前
掲
書
二
〇
〇
～
二
〇
三
頁
参
照

（
2
5
）
　
「
伊
豆
七
島
嶋
会
所
」

（
2
6
）
　
伊
藤
好
｝
前
掲
書
二
〇
三
頁

（
2
7
）
　
同
右
書
一
九
九
～
二
〇
〇
頁

（
認
）
　
「
日
本
歴
史
」
＝
一
八
・
一
二
九
号

（
2
9
）
　
「
嶋
方
諸
用
記
一
」
（
三
井
家
記
録
文
書
、
本
一
〇
二
〇
）
、
　
「
嶋
方
来
状
井

　
　
勘
定
刺
」
（
三
井
家
記
録
文
書
、
別
五
四
二
）

（
3
0
）
　
拙
稿
「
江
戸
幕
府
大
坂
御
為
替
に
つ
い
て
」
（
目
本
歴
史
二
八
三
号
）

（
3
1
）
（
3
2
）
（
3
3
）
　
「
嶋
方
来
状
丼
勘
定
刺
」

（
3
4
）
　
一
件
吟
味
と
は
、
三
井
同
族
中
の
内
紛
が
紀
州
藩
松
坂
役
所
へ
の
訴
訟
に
発

　
　
展
し
、
さ
ら
に
幕
府
に
よ
る
吟
味
ま
で
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
原
因
は
、
安
永

　
　
三
年
十
月
、
そ
れ
ま
で
三
井
家
の
全
事
業
を
三
井
同
族
十
一
家
の
一
致
で
経
営

　
　
し
で
き
た
の
を
改
め
、
同
族
に
事
業
持
分
を
定
め
た
こ
と
に
あ
る
。
の
ち
同
族

　
　
中
の
三
井
高
業
ら
は
再
び
事
業
経
営
の
同
族
一
致
を
計
っ
た
が
、
同
族
の
一
員

　
　
で
、
幕
府
の
御
為
替
人
で
あ
っ
た
三
井
三
郎
助
高
年
が
こ
れ
に
反
対
し
、
つ
い

　
　
に
同
族
が
高
年
を
松
坂
役
所
に
訴
え
、
寛
政
六
年
十
二
月
に
は
、
高
年
が
御
為

　
　
替
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
幕
府
勘
定
所
の
吟
味
に
移
さ
れ
、
吟
味
の
結
果
、
寛

　
　
政
八
年
十
二
月
二
十
七
日
、
高
業
は
重
追
放
、
以
下
八
郎
兵
衛
高
弥
、
八
郎
右

　
　
衛
門
高
祐
ら
同
族
十
一
名
が
押
込
に
処
せ
ら
れ
た
。

（
3
5
）
　
「
六
月
廿
三
日
御
勘
定
御
奉
行
所
江
差
上
候
御
請
書
之
写
」
　
（
三
井
家
記
録

　
　
文
書
、
続
二
六
六
七
－
三
）

（
3
6
）
　
「
永
聴
記
」
（
三
井
家
記
録
文
書
、
本
一
五
二
）

（
3
7
）
　
「
嶋
方
諸
用
記
」
（
註
（
2
9
）
参
照
）
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伊豆七島嶋方会所にっいて

（
認
）
　
竹
内
誠
前
掲
論
文
（
日
本
歴
史
一
二
八
号
）

（
3
9
）
　
「
武
鑑
」
に
よ
れ
ば
こ
の
当
時
、
尾
州
白
鳥
住
居
中
村
七
兵
衛
も
上
勘
定
所

　
　
御
用
達
で
あ
っ
た
。

（
0
4
）
　
竹
内
誠
「
寛
政
改
革
と
勘
定
所
御
用
達
再
論
」
　
（
昭
和
四
十
六
年
度
徳
川
林

　
　
政
史
研
究
所
「
研
究
紀
要
」
）
参
照

（
4
1
×
4
2
）
　
「
嶋
方
来
状
井
勘
定
刺
」

（
4
3
）
　
「
嶋
方
諸
用
記
」

（
姐
）
　
「
八
丈
実
記
」

（
4
5
）
（
4
6
）
（
4
7
）
　
「
嶋
方
来
状
井
勘
定
刺
」

（　　（　　　（　　（　　（

64　61　60　59　58
）　　）　　）　　）　　）

（　　　（　　　（　　　（　　（　　　（　　　（　　　（　　（　　（

57　56　55　54　53　52　51　50　49　48
）　　　）　　　）　　　）　　）　　　）　　）　　　）　　　）　　）

「
再
び
伊
豆
七
島
嶋
会
所
に
就
き
て
」

三
井
家
記
録
文
書
、
追
一
二
六
〇

「
嶋
方
来
状
丼
勘
定
刺
」

本
節
の
史
料
は
と
く
に
断
わ
ら
な
い
限
り

「
嶋
方
来
状
井
勘
定
刺
」

「
伊
豆
七
島
嶋
会
所
」

「
入
丈
実
記
」

「
嶋
方
来
状
井
勘
定
刺
」

伊
藤
好
一
晶
削
掲
書
二
〇
五
～
二
〇
山
ハ
頁

三
井
家
記
録
文
書
、
本
一
六
七
三
ー
五

田
谷
博
吉
「
近
世
銀
座
の
研
究
」
参
照

「
嶋
方
来
状
井
勘
定
刺
」

「
八
丈
実
記
」

　
　
　
　
「
嶋
方
来
状
井
勘
定
刺
」

「
嶋
方
勘
定
之
調
」
（
註
（
5
7
）
参
照
）

「
島
方
会
所
定
書
」
で
あ
る
。

（
6
5
）
　
「
永
聴
記
」
・
「
嶋
方
来
状
井
勘
定
刺
」

（
6
6
）
　
三
井
家
記
録
文
書
、
本
二
＝
○
ー
一
～
］
五

（
6
7
）
　
「
嶋
方
来
状
井
勘
定
刺
」

（
銘
）
　
「
島
会
所
濫
鰺
」
・
「
島
方
会
所
定
書
」
、
（
伊
藤
好
一
氏
は
頭
取
引
受
分
を
十

　
　
％
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
島
会
所
濫
筋
」
に
は
三
十
％
と
あ
る
）

（
6
9
）
　
「
牧
民
金
鑑
」
下
四
五
五
頁
、
「
御
触
書
天
保
集
成
」
六
二
九
六
号
、
「
牧
民

　
　
金
鑑
」
下
四
五
九
頁

（
7
0
）
　
「
嶋
方
来
状
井
勘
定
刺
」

（
7
1
）
　
「
日
本
財
政
経
済
史
料
」
経
済
之
部
四

（
7
2
）
　
「
伊
豆
七
島
嶋
会
所
」

（
3
7
）
（
盟
）
　
「
上
」
（
三
井
家
記
録
文
書
、
本
＝
七
三
ー
二
〇
）

（
7
5
）
　
こ
の
吏
料
に
は
、
会
所
設
立
以
来
、
産
物
売
捌
代
金
の
内
か
ら
冥
加
金
を
上

　
　
納
し
て
い
た
と
あ
る
が
、
江
戸
時
代
、
産
物
売
捌
代
金
よ
り
冥
加
金
を
上
納
し

　
　
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
見
当
ら
な
い
。

（
％
）
　
「
上
」

（
7
7
）
　
「
申
渡
書
」
（
三
井
家
記
録
文
書
、
本
一
一
七
三
－
一
＝
）

（
7
8
）
　
加
藤
幸
三
郎
「
政
商
資
本
の
形
成
」
（
揖
西
光
速
編
「
日
本
経
済
史
大
系
5
」

　
　
近
代
上
所
収
）
一
一
七
～
一
一
八
頁

（
9
7
）
　
安
岡
重
明
「
財
閥
形
成
史
の
研
究
」
二
四
一
頁
、
加
藤
幸
三
郎
前
掲
論
文
一

　
　
二
三
頁
、
「
三
井
銀
行
五
十
年
史
」
附
録

（
8
0
）
　
宮
本
又
次
「
伊
豆
七
島
物
産
会
社
と
穀
問
屋
議
定
書
」
　
（
経
済
史
研
究
二
十

　
　
四
－
三
）

（
8
1
）
　
「
江
戸
時
代
の
三
大
改
革
」
四
四
頁

23



追
記

　
本
稿
で
、
寛
政
改
革
期
の
幕
府
の
政
策
と
島
方
会
所
設
立
の
関
連
等
に
つ
い
て
述

べ
た
が
、
筆
者
の
言
う
寛
政
改
革
期
と
は
、
松
平
定
信
が
幕
政
を
担
当
し
た
寛
政
前

半
期
、
い
わ
ゆ
る
寛
政
改
革
の
時
期
と
、
定
信
の
改
革
政
治
の
延
長
上
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
政
治
、
す
な
わ
ち
定
信
政
治
の
継
承
者
で
あ
る
松
平
信
明
ら
が
幕
政
を
掌

握
し
て
い
た
寛
政
後
半
期
∴
享
和
期
を
合
せ
て
指
す
も
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
松
平
信
明
の
政
治
の
下
に
あ
っ
た
寛
政
八
年
に
、
幕
府
が
島
方
会
所
を

設
立
し
、
烏
問
屋
の
島
経
済
独
占
支
配
を
打
破
し
た
こ
と
は
、
松
下
定
信
が
寛
政
改

革
に
お
い
て
掲
げ
た
「
金
穀
の
柄
、
上
に
帰
し
候
事
」
（
宇
下
人
言
）
、
す
な
わ
ち
商

晶
流
通
の
実
権
を
幕
府
の
手
に
取
り
戻
そ
う
と
す
る
方
向
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え

て
い
る
。
ま
た
、
島
方
会
所
が
島
方
救
済
を
口
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
松
平
定
信

期
の
備
荒
の
制
、
人
足
寄
揚
な
ど
の
社
会
政
策
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
考
え
て
い

る
。
右
の
考
え
か
ら
、
享
和
期
ま
で
も
、
あ
え
て
「
寛
政
改
革
期
」
と
表
現
し
た
の

で
あ
る
。

　
（
な
お
勘
定
所
御
用
達
に
関
し
て
、
竹
内
誠
先
生
よ
り
御
教
示
を
得
た
。
記
し
て
謝

意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
）
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